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研究要旨 
過去の厚労科研での障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲

し、2012 年から 2019 年までの 7 年間の推移を踏まえた障害者入所施設での定期的な歯科検診等の歯科

保健サービスの提供状況についてアンケート調査を行うとともに、2020 年に地域歯科口腔保健センター

と自治体について全国的な調査を行ったので報告する。 
障害者入所施設へのアンケート送付件数は 2917 件で、返信総数は 1289 件であった（回収率 44.2%）。

また、口腔保健センターへのアンケート送付総数は 129 件、うち回収数 91 件（回収率：70.5％）であっ

た。154 自治体（47 県、84 市、23 特別区）にも同様にアンケートを送付し、121 自治体（43 県、61 市、

17 特別区）より回答を得た。回答収率は 78.5％であった。障害者入所施設での定期的な歯科検診（健診）

の実施率は 77.9％であり、2018 年 9 月に厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で取りまとめられた

中間評価報告での 62.9％より増加していた。口腔保健センターで障害（児）者入所福祉施設から委託さ

れて定期的な歯科検診(健診)を実施していると回答したのは、27 施設（29.7％）あり、自治体が行う障

害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に係る事業では、（質問 4-1 で）「障害

（児）者に関する歯科保健施策の推進に取り組んでいると回答した自治体のうち」普及啓発事業、地域

歯科診療所や高次歯科医療機関との連携事業が 40.7％、口腔保健センターとの連携事業が 24.1％であっ

た。口腔保健センターや自治体に歯科医師等の設置のない地域もあり、障害（児）者入所福祉施設と地

域歯科医師会を通じた緊密な連携強化が、今後の歯科検診（健診）実施率の増加に繋がることが考えら

れた。 
  
Ａ．研究目的 
 歯科口腔保健の推進に関する法律では、国民に

おける歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持

を図ることが明記されている。特に、同法第九条

で示すように、国及び地方公共団体は、障害者、

介護を必要とする高齢者その他の者であって定期

的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受け

ることが困難なものが、定期的に歯科検診を受け

ること等又は歯科医療を受けることができるよう

にするため、必要な施策を講ずるものとする。と

あり、障害者等に対する歯科保健医療サービスの

提供体制の整備・拡充は、重要な保健課題である。

そのため、平成 24 年に定められた「歯科口腔保健

の推進に関する基本的事項」において、定期的な

歯科検診・歯科医療を受けることが困難な者に対

する目標が設定され、対策が進められている。し

かし、2018 年 9 月に厚生科学審議会地域保健健康

増進栄養部会で取りまとめられた中間評価報告書
１）によると障害者施設等における定期的な歯科検

診実施率は 62.9％と低く、2022 年に予定されてい

る最終評価時における目標の 90％まで年々数値

が増加してきている。一方で、地域によっては歯

科検診（健診）の意識の高まりから受益者負担で

歯科検診を行うケースも増加しており、医療関係

者主導型から患者や施設主導型に変化している例

も散見する。その受益者からの視点において歯科

保健医療サービスの提供状況については全国的調

査が不足しており、実態が必ずしも十分に明らか

になっていると言えない。 
 そこで、本研究では過去の厚労科研 2,3)での調査

項目を踏襲しつつ、2012 年から 2019 年までのこ

の７年間の推移を踏まえた障害児・者入所施設で

の定期的な歯科健診等の歯科保健医療サービスの

提供状況についてアンケート調査を行うと共に地

域口腔保健センターならびに自治体を主体とした、

口腔保健支援センターの障害者施策等について全

国的な調査を行い報告する。また、（一社）日本障

害者歯科学会の協力のもと、得られた調査結果に

ついて、９つの地域関連団体（地方会）での地域

特性を詳細に分析し報告する。施設入居者をはじ

めとする障害者等の歯科保健医療サービスの提供

状況の効果的な把握方法、地域に特徴のある課題
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の抽出は独創的な点であり、課題解決のために必

要となる取組についても得られた結果から検討す

ることで、障害者等に対する、切れ目のない歯科

保健医療サービスの供給体制の構築に資すること

を目的とする。 
 
1) 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」

中間評価報告書（案）厚生科学審議会地域保

健健康増進栄養部会. 
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/
000359294.pdf 2020.1.27 アクセス 

2) 三浦宏子ほか「歯科口腔保健の推進に関する

総合的な研究」厚生労働科学特別研究（Ｈ-23-
特別-指定-012）2011. 

3) 三浦宏子ほか「歯科保健医療サービス提供困

難者に対する歯科保健医療サービスの実施

に関する研究」厚生労働科学特別研究（Ｈ-28-
特別-指定-013）2016. 

 
Ｂ．研究方法 
（１）独立行政法人福祉医療機構（WAM）に登録

されている WAMNET から全国 2917 か所の障害

児・者入所施設を無作為に抽出し、自記式質問紙

調査を行なった。（分担研究報告１） 
当該年度では過去の厚労科研での障害者等への

歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査で

の調査内容を踏襲しつつ、平成 24 年（2012 年）

から 2019 年までのこの 7 年間の推移を踏まえ、

全国 2917 か所の障害児・者入所施設を対象に、

郵便留め置き法にて自記式質問紙調査を行なった。

調査項目については、「入所者が、歯科健診を受け

る機会がある」「歯科専門職による歯科保健指導を

受ける機会がある」「入所者への歯科健診・歯科保

健指導以外の歯科疾患の予防活動」「施設での摂食

機能訓練の実施」等を継続調査するとともに、「歯

科口腔保健の推進に関する法律」（通称：歯科口腔

保健法）の中に、「障害者が定期的に歯科検診また

は歯科治療を受けることができるようにする」と

した内容が記載されていることをご存知ですか？

という設問を新たに追加項目として設定した。 
 

（２）全国約 129 か所の地域口腔保健センターに

郵便留め置き法にて自記式質問紙調査を行なった。

（分担研究報告２）調査項目については、口腔保

健センターにおける業務内容や、歯科保健管理お

よび歯科医療の状況、口腔機能向上に関する取組

状況等についてアンケートを行った。業務内容と

して「歯科検診（健診）事業」等があるか、また

「地域居住の在宅障害（児）者に対して定期的な

歯科検診（健診）を行っているか」等に加え障害

児・者入所施設を対象で挙げた施設調査の調査内

容を補完する項目を入れたアンケート調査を行な

った。調査項目に関しては「施設に出向いて検診

（健診）している」「施設から検診を依頼されてい

る」「入所者への歯科健診・歯科保健指導以外の歯

科疾患の予防活動」等を調査するとともに、「障害

（児）者入所施設に定期的に出向き診査を行う、

訪問診療を行っていますか？」という設問を新た

に追加項目として設定した。また、検診（健診）

時の工夫や対応方法についても回答いただいた。 
 
（３）自治体宛のアンケート調査に関しては 154
自治体（47 県、84 保健所設置市、23 特別区）に

アンケートをメールにて送付した。（分担研究報告

３）自治体宛のアンケート調査には、地域に対し

て「情報提供されているか」「研修の実施はあるか」

等の実態について新規に調査を行う立案をした。

また自治体宛のアンケート調査には、啓発事業の

内容等についてもアンケートを行った。 
 
（倫理面の配慮） 
本研究は、昭和大学医の倫理委員会の承認を得

た後に行なった（資料１）。アンケートには、施設

単位での同意を取得し、個人が特定されないよう

に配慮を行なった。また、同意はいかなる場合に

おいても撤回ができるように、同意撤回書も併せ

て送付した。 
 

Ｃ．研究結果 
（１）障害者入所施設へのアンケート送付件数は

2917 件で、返信総数は 1289 件であった（回収率

44.2%）。関東が 228 件で最も多く、次いで九州・

沖縄の 202 件であった。（分担研究報告１） 
歯科健診を受ける機会があると回答している

1161 施設のうち、年 1 回以上歯科健診を受けてい

る割合は 86.5％であった。したがって、全体の

1289施設のうち１年に1回以上歯科健診を受ける

割合は 77.9％であった。また、歯科保健指導を受

ける機会があると回答している 1054 施設のうち、

年 1 回以上歯科保健指導を受けている割合は

57.7％であった。したがって、1289 施設のうち１

年に 1 回以上歯科健診を受ける割合は 47.2％であ

った。貴施設で入所者の方が、むし歯などの歯科

治療が必要になったとき、どのような対応をされ

ていますか？という問いに対して、近隣の歯科医

院へ連れて行くとの回答が最も多く、67.1％であ

った。近隣の歯科医院に往診を依頼すると回答す

るものも多いため、地域の歯科医師の役割がとて

も大きいと思われた。地域により、大きな差はみ

られなかったが、施設の緊密な連携先として、地

域歯科医師会・歯科衛生士会の重要性があげられ

た。 
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（２）全国の地域口腔保健センターへのアンケ

ート送付総数は 129 件で、回収数 91 件（回収率：

70.5％）であった。（分担研究報告２）常勤歯科医

師が配置されていたのは 41 施設（45.1％）で、常

勤歯科衛生士が配置されている施設は 65 施設

（71.4％）であった。業務内容としては 91 施設中

90施設（98.9％）で一般歯科診療が行われており、

次いで歯科衛生指導・相談事業が 78 施設（85.7％）

で行われていた。歯科検診（健診）事業も 54 施設

（59.3％）で実施されていた。「地域に住む障害

(児）者がどのような経緯で施設を知り利用に繋が

っていますか？」への回答で最も多かったのは「地

域歯科診療所からの紹介」87 施設（95.6％）で、

次いで「特別支援学校からの紹介」65施設（71.4％）、

医療機関だけでなく、教育や行政との連携が 6 割
以上の施設でできている可能性が示唆された。障

害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科

検診(健診)を行っていると回答したのは、27 施設

（29.7％）であった。 
口腔保健センターが全国で 100 施設を越えた時

期が 2000 年頃であることを踏まえ、また施設老

朽化も回答から多くあることから、歯科保健医療

サービス体制維持において、設備更新も必要であ

ることが示唆された。 
 
（３）154 自治体（47 県、84 保健所設置市、

23 特別区）にアンケートを送付し、121 自治体（43
県、61 保健所設置市、17 特別区）より回答を得

た。回答率は 78.5％であった。（分担研究報告３）

常勤歯科医師は配置されていない自治体が最も多

く（47.1％）、次いで１名配置されている自治体が

38.8％であった。非常勤、嘱託歯科医師は 9 割以

上の自治体で配置されていなかった。常勤歯科衛

生士は配置されていない自治体が最も多く

（31.4％）、次いで４名以上配置されている自治体

が 28.9％であった。非常勤歯科衛生士は約 6割の

自治体で配置されておらず、嘱託歯科衛生士はや

8 割以上の自治体で配置されていなかった。自治

体で「口腔保健支援センターを設置しています

か？」の質問に「はい」と答えた自治体は 49

（40.5％）であった。「地域住民の健康づくりの推

進に係る歯科口腔保健に関する計画を策定してい

ますか」の質問に、「策定している（健康増進計画

とともに策定）」と答えた自治体が 54.5％と最も

多く、次いで「策定している（歯科単独）」と答え

た自治体が 42.0％であった。「障害（児）者に関

する歯科保健の推進や普及啓発等に係る目標を策

定する必要性を感じますか」の質問に、「必要性は

感じるが、策定できていない」と回答した自治体

が 67.2％と最も多かった。障害（児）者に対する

定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に係

る事業では、普及啓発事業、地域歯科診療所や高

次歯科医療機関との連携事業が 40.7％、口腔保健

センターとの連携事業が 24.1％であった。その他

の事業としては、障害者歯科診療センターの設置、

歯科医師会への補助金交付、歯科医師会との連携

事業等があった。障害（児）者のニーズに対応で

きていない自治体の施策や啓蒙活動としては、地

域住民等利用者への情報提供が 65.5％と最も多か

った。次いで、地域診療所との情報共有や連携が

60.0％であった。地域との緊密な連携は、自治体

の歯科関係者の増員も一つの手段と考えられた。 

 
  
Ｄ．考察 
障害者入所施設における定期的な歯科健診に関

する結果は、今回 77.9％という値となった。2018
年 9 月に厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部

会で取りまとめられた中間評価報告書２）によると

障害者施設等における定期的な歯科検診実施率は

62.9％と低く、2022 年に予定されている「歯科口

腔保健の推進に関する基本的事項」の最終評価時

における目標の 90％は達成できていないものの、

77.9％と改善が見られた。  
また、さらには歯科保健指導を受ける機会があ

ると回答している 1054 施設のうち、年 1 回以上

歯科保健指導を受けている割合は 57.7％であった。

したがって、1289 施設のうち１年に 1 回以上歯科

健診を受ける割合は 47.2％という結果になった。

歯科健診よりも歯科保健指導の方が、よりハード

ルが高いと考えられたが、想像以上に低い結果で

あった。また、同様に「歯科健診や歯科医師・歯

科衛生士による歯科保健指導（歯の磨き方やお口

の体操の説明等）以外に、入所者の方のむし歯や

歯周病の予防のために何か取り組みをされていま

すか？」という問では、「食後の歯磨きの時間をと

っている」、「職員が歯磨きの状態をチェックして

いる」との回答が多かった。フッ化物の応用はか

なり低率（定期的なフッ化物洗口（3.6％）、定期

的なフッ化物塗布（9.4％））の結果となった。ま

た、施設職員に対する研修会の開催も 23.3％とお

よそ 4 分の１弱の施設しか行っていないことが分

かった。今後の歯科保健の介入方法の参考になれ

ば良いと思った。 
 「歯科治療が必要になったとき、どのような対

応をされていますか」、という問いには近隣の歯科

医院へ連れて行くとの回答が最も多く、67.1％で

あった。近隣の歯科医院に往診を依頼すると回答

するものも多いため、地域の歯科医師（歯科医師

会）の役割がとても大きいと思われた。 
また、口腔保健センター宛アンケートの結果か
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らは、歯科医師総数にかかわらず、「地域に居住す

る在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施

していない施設の方が多かった。また、歯科医師

総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設か

ら委託の定期的歯科検診」を実施していない施設

の方が多かった。さらには、障害（児）者入所福

祉施設への定期的な訪問診療も歯科医師総数にか

かわらず、「障害（児）者入所福祉施設への定期的

な訪問診療」を実施していない施設の方が多かっ

た。実施していると回答した施設割合が最も多か

ったのは、歯科医師総数「10～19名」の施設であ

った。障害（児）者入所福祉施設から委託の定期

的な歯科検診(健診)を行っていると回答したのは、

27 施設（29.7％）であった。地域別に見てみると

歯科訪問診療を実施していると回答した割合が、

四国（66.7％）と北信越（60.0％）で高かった。

単位面積当たりで県が細かく分かれている地域で

は、距離や交通事情や地理的な点が関連している

ものと思われた。同様に、「障害（児）者入所福祉

施設から委託の定期的歯科検診」を実施している

施設の割合が最も多いのは四国ブロック（66.％）、

次いで九州ブロック（42.9％）であった。委託の

健診が多い地域は、地域歯科医師会とも緊密に連

携していることが想像される。また、今後障害（児)
者の高齢化を考慮すると、地域歯科診療所だけで

なく口腔保健センターにおける業務として、歯科

訪問診療の拡充も必要となる可能性が示唆された。

全国で、施設へのアクセスという点で差が生じた

以外、保健サービスに大きな違いはなかった。仮

説として、口腔保健センターでまとめて健診を行

っていると考えていたが、ごく一部であり、交通

アクセスを考慮すると、やはり地域歯科医師会の

役割はとても大きいと考えられた。 
 自治体（口腔保健支援センター）宛アンケート

の結果からは、障害（児）者のニーズに対応でき

ていない自治体の施策や啓蒙活動としては、地域

住民等利用者への情報提供が 65.5％と最も多かっ

た。次いで、地域診療所との情報共有や連携が

60.0％であった。自治体における課題を列挙して

もらったところ、関係機関、課(者)との連携体制

の整備・高次歯科医療機関の不足・地域での障害

者歯科人材の不足・専門的な歯科医療を提供する

医療機関の地域偏在等が挙げられた。また、国に

期待することを挙げてもらうと、自治体への歯科

職の配置を義務化・都道府県における歯科専門職

の複数配置（歯科保健業務専任）の義務化・障が

い者歯科診療所（口腔保健センター等）に対する

財政的支援等が挙げられた。これまでのアンケー

ト調査同様、地域との緊密な連携は、自治体の歯

科関係者の増員も一つの手段と考えられた。自治

体の中核に歯科医療関係者が不在の場合では、目

標設定や施策に偏りがあると考えられた。 

 
Ｅ．結論 
 アンケートの結果から、施設入居者をはじめと

する障害者等の歯科保健医療サービスの提供状況

の効果的な把握方法には、地域の歯科医師会・歯

科衛生士会と障害者施設・行政との緊密な連携が、

重要であることがわかった。また今回、地域に特

徴のある課題の抽出が浮き彫りとなった。行政地

域が狭ければ、小回りの効く地域障害者へのサー

ビスが可能となるが、この点でも地域の歯科医師

会・歯科衛生士会と障害者施設・行政との緊密な

連携が、重要であることがわかった。障害者の口

腔保健の増進に重要であることが示唆された。課

題解決のために必要となる取組として、地域歯科

医師会・歯科衛生士会との緊密な連携が必要であ

ることはもちろんであるが、その動きを自治体へ

情報提供するための歯科職の配置を義務化・都道

府県における歯科専門職の複数配置（歯科保健業

務専任）の義務化・障がい者歯科診療所（口腔保

健センター等）に対する財政的支援等が喫緊の課

題であることが挙げられた。歯・口腔の健康状態

や歯科保健医療サービスの提供状況の効果的な把

握方法については、特殊性もあり、また地域格差

もある。そのため地域をまとめる専門職の配置が

解決に導くと考えられた。 
 

Ｆ．健康危険情報 
 アンケート調査であるため、健康危険に関する

情報はない。 
 

Ｇ．研究発表 
1.  論文発表 
 本年度の発表は無い。 

2.  学会発表 
 本年度の発表は無い。 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
    （予定を含む。） 

1. 特許取得 
本研究は特許取得に該当しない。 

2. 実用新案登録 
本研究は実用新案登録に該当しない。 

3.その他 
 特になし 
 



7  

  
  障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握及び 

その提供体制構築のための調査研究 
 

分担研究報告書 
１．障害（児）者入所福祉施設用アンケート 

 
研究代表者 弘中 祥司 昭和大学歯学部教授 

          研究協力者 金田 智美 昭和大学歯学部大学院 
 
 
研究要旨 
過去の厚労科研での障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲

し、2012 年から 2019 年までの 7 年間の推移を踏まえた障害者入所施設での定期的な歯科検診等の歯科

保健サービスの提供状況についてアンケート調査を行ったので報告する。 
障害者入所施設へのアンケート送付件数は2917件で、有効回答総数は1289件であった（回収率44.2%）。

地域別回答数では、関東が 228 件で最も多く、次いで九州・沖縄の 208 件であった。地域の偏りはみら

れなかった。施設において定期的（または年 1 回以上）に歯科健診を受ける機会があると回答したのは

77.9％であり、歯科保健指導を受ける機会は 47.2％にあった。地域により、大きな差はみられなかった

が、治療が必要な際には、近隣の歯科医院へ連れて行くとの回答が最も多く地域歯科医師会・歯科衛生

士会の重要性があげられた。 
 
1-1 定員について、1289 施設全てが定員を定めていた。 
 
 
1-1-2 施設定員数と現状数の内訳を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 定員数は 50-74 名が最頻値であった。また、現状数では 25-49 名が最頻値であった。 
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1-2 入所者の構成（重複あり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入所者のもつ障害では、知的障害が最も多かった（62.0％）。また、性別では男性の方が多かった（59.2％）。 
 
 
 
 
 
2-1 医療専門職の配置 
 
 1289 施設中 56 施設（4.3％）に医療職が配置されていないと回答があった。 
 
2-1-1 配置されている職種および雇用形態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常勤で配置されている医療職種は、看護師が最も多く、次いで栄養士が多かった。 
歯科医師に関しては、常勤（1.9％）よりも非常勤（4.1％）、非常勤よりも嘱託（11.3％）の方が多かっ

た。また歯科衛生士に関しては、常勤（3.6％）と非常勤（3.5％）がほぼ同数で、常勤・非常勤よりも嘱

託（10.5％）の方が多かった。また常勤では歯科医師よりも歯科衛生士の方が多かった。 
 

常勤 非常勤 嘱託 計
１施設あたりの人数

（1289施設中）

医師 102 203 857 1162 0.9

看護師 1108 423 71 1602 1.2

歯科医師 25 53 146 224 0.2

歯科衛生士 47 45 43 135 0.1

理学療法士 218 107 55 380 0.3

作業療法士 180 53 23 256 0.2

言語聴覚士 88 32 19 139 0.1

栄養士 985 64 30 1079 0.8

介護士 498 302 38 838 0.7

その他 252 157 24 433 0.3

計 3503 1439 1306 6248 4.8

（人）



9  

 
3-1 「歯科口腔保健の推進に関する法律（通称：歯科口腔保健法）の中に、「障害者が定期的に歯科検

診または歯科治療をうけることができるようにする」とした内容が記載されていることをご存じです

か？歯科口腔保健法の中で「障害者が定期的に歯科検診または歯科治療を受けることができるようにす

る」とした内容が記載されていることを知っていますか？ 
 
  施設数 （％） 

よく知っている 245 19.0  

やや知っている 463 35.9  

あまり知らない 395 30.6  

まったく知らない 158 12.3  

その他 28 2.2  

  1289 100.0  

 
「よく知っている」と回答のあった施設は 19.0％であった。「よく知っている」と「やや知っている」を

合わせると 54.9％となり、半数以上の施設は理解している状況であった。 
 
 
3-2 入所者の方が歯科医師による歯科検診を受ける機会がありますか？  
   
  ある：1161 施設（90.1％） 全くない：128 施設（9.9％） 
 
3-2-1 歯科健診の頻度 

 
 3-2 で歯科健診を受ける機会があると回答している 1161 施設のうち、年 1 回以上歯科健診を受けてい

る割合は 86.5％であった。したがって、1289 施設のうち１年に 1 回以上歯科健診を受ける割合は 77.9％
であった。 
 
3-3 入所者の方が歯科医師または歯科衛生士から歯科保健指導（歯の磨き方やお口の体操の説明等）を

受ける機会がありますか？  
 

ある：1054 施設（81.8％） 全くない：226 施設（17.5％）  
3-3-1 歯科保健指導を受ける機会の頻度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3-3 で歯科保健指導を受ける機会があると回答している 1054 施設のうち、年 1 回以上歯科保健指導を

年1回 年2回 年3回以上 不定期 その他 小計

563 152 289 123 34 1161 128 1289 （施設）

43.7 11.8 22.4 9.5 2.6 90.1 9.9 100.0 （％）

歯科医師による歯科健診を受ける機会

機会なし
総計

歯科健診機会あり
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受けている割合は 57.7％であった。したがって、1289 施設のうち１年に 1 回以上歯科健診を受ける割合

は 47.2％であった。 
 
3-4 歯科健診や歯科医師・歯科衛生士による歯科保健指導（歯の磨き方やお口の体操の説明等）以外に、

入所者の方のむし歯や歯周病の予防のために何か取り組みをされていますか？ 
 
 している：1196 施設（92.8％） していない：87 施設（6.7％） 回答なし：６施設 
 
3-4-1 実施している取り組み 

 
 多く実施している取り組みは食後の歯磨きと歯磨きチェックであった。フッ化物の応用はかなり低率

の結果となった。 
 
 
 
 
 
3-5 貴施設で入所者の方が、むし歯などの歯科治療が必要になったとき、どのような対応をされていま

すか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 近隣の歯科医院へ連れて行くとの回答が最も多く、67.1％であった。近隣の歯科医院に往診を依頼す

ると回答したものも多いため、地域の歯科医師の役割がとても大きいと思われた。 
 
 
 
 
 

1085

945

47
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0 200 400 600 800 1000 1200

⾷後の⻭磨きの時間をとっている

職員が⻭磨きの状態をチェックしている

定期的にフッ化物洗⼝をしている

定期的にフッ化物塗布を受けさせている

職員への⻭科保健に関する研修会の開催

その他

（施設） 

回答数 ％

口腔保健センターへ連れて行く 181 14.0

近隣の大学病院又は病院歯科へ連れて行く 296 23.0

近隣の歯科医院へ連れて行く 865 67.1

近隣の歯科医院に往診を依頼する 291 22.6

施設内（または併設）の歯科で治療 171 13.3

家族または本人に受診を勧めるのみ 121 9.4

 特になし 0 0.0

その他 224 17.4
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3-6 入所者の方の歯や口のことに関して、問題を感じることはどの程度ありますか？ 
 
  回答 ％ 

大いにある 451 35.0  

ややある 662 51.4  

あまりない 131 10.2  

まったくない 11 0.9  

その他 34 2.6  

計 1289 100.0  

 
 「大いにある」「ややある」の回答は 86.4％で、問題を感じることがあると回答していた。 
 
 
 
3-7 歯科保健活動（歯科医師や歯科衛生士による歯磨き方法の説明やお口の体操の説明等）は入所者の

方のニーズを満たしていると思いますか？ 
 
  回答数 ％ 

十分満たしている 81 6.3  

ある程度満たしている 670 52.0  

やや不足している 280 21.7  

まったく不足している 99 7.7  

特に必要性を感じない 17 1.3  

歯科保健活動を受ける機会がない 109 8.5  

その他 33 2.6  

計 1289 100.0  

 
 「十分満たしている」「ある程度満たしている」と回答した施設は 58.3％であった。また、「やや不足

している」「まったく不足している」と回答した施設は 29.4％であった。 
 
不足している点では、「意思疎通が難しい」や「時間が取れない」という回答が多かった。 
 
 
3-8 全身麻酔法や精神鎮静法（笑気吸入鎮静法や静脈内鎮静法）を使って行われる歯科治療に対して、

どの程度の知識を持っていますか？ 
 
  回答数 ％ 

十分にある 146 11.3  

ややある 482 37.4  

あまりない 440 34.1  

まったくない 190 14.7  

その他 31 2.4  

計 1289 100.0  

 
 「十分にある」「ややある」と回答した施設は 48.7％であった。 
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4-1 入所者の方の食事介助に関して問題を感じることはどの程度ありますか？ 
 
  回答数 ％ 

大いにある 286 22.2  

ややある 679 52.7  

あまりない 221 17.1  

問題ない 31 2.4  

食事介助が必要な者がいない 51 4.0  

食事を提供していない 0 0.0  

その他 21 1.6  

計 1289 100.0  

 
 今回、入所施設へのアンケートなので、「食事を提供していない」との回答は０であった。 
食事介助に関する問題が「大いにある」「ややある」と回答した施設は 74.9％と高率であった。また、「問

題ない」との回答は 2.4％のみであり、食事介助にも配慮が必要と考えられた。 
 
 
4-2 食べたり・飲み込んだりすることに問題のある入所者の方に、食べる機能（摂食機能）の維持・向

上を図るための指導・訓練を実施していますか？ 
 
  回答数 ％ 

実施している 662 51.4  

必要性は感じるが実施できていない 456 35.4  

必要性を感じないので実施していない 90 7.0  

その他 81 6.3  

計 1289 100.0  

 
 「実施している」施設は 51.4％で半数を超えていた。また、「必要性は感じるが実施できていない」と

回答した施設は 35.4％であり、ニーズの高さが結果に表れた。 
 
 
 
4-2-1 実施されている指導・訓練の内容について（複数回答あり） 
 
  回答数 ％ 

食環境（姿勢や食具など）の指導 601 90.8  

食内容（食形態・物性など）の指導 607 91.7  

間接機能訓練（嚥下体操や器具を使ったトレーニングなど） 333 50.3  

直接機能訓練（実際の食品を使った訓練） 130 19.6  

その他 38 5.7  

「実施している」と回答した施設数 662 100.0  

 
 
 「食内容の指導」が最も高く 91.7％であった。また「食環境の指導」も 90.8％と高率であった。「間接

機能訓練」に関しても、実施している施設の中では半数を超えていた。 
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4-2-2 実施されている指導・訓練を行っている職種（複数回答あり） 
 
  回答数 ％ 

医師 80 12.1  

看護師 458 69.2  

歯科医師 120 18.1  

歯科衛生士 116 17.5  

理学療法士 122 18.4  

作業療法士 129 19.5  

言語聴覚士 146 22.1  

栄養士 399 60.3  

介護士 286 43.2  

その他 175 26.4  

「実施している」と回答した施設数 662 100.0  

 
 指導・訓練を行っている職種は、看護師 69.2％、栄養士 60.3％、介護士 43.2％の順に高かった。歯科

医師・歯科衛生士は共に 20％未満であった。 
 
 
 
4-2-3 食べる機能（摂食機能）の維持・向上を図るための指導・訓練について実施できていない理由（複

数回答あり） 
 
  回答数 ％ 

実施できる人材（専門職）がいない 335 73.5  

評価や実施方法など知識・技術が不足している 350 76.8  

時間が確保できない 182 39.9  

実施するスペース・設備がない 74 16.2  

その他 52 11.4  

「必要性は感じるが実施できていない」と回答した施設数 456 100.0  

 
実施できていない理由は、知識・技術の不足が最も多く 76.8％で次いで専門職の欠如の 73.5％であった。 
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〈地域ブロック別結果と考察〉 
 
2-1 歯科健診の機会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 歯科健診の機会をブロック別に分割したところ、関西ブロックが最も多く 87.2％であり、次いで東海

ブロック 79.6％、関東ブロック 79.4％であった。 
 
3-3-1 歯科保健指導を受ける機会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歯科保健指導の機会をブロック別に分割したところ、東海ブロックが最も多く 57.9％であり、次いで東

北ブロック 51.6％、四国ブロック 49.3％であった。 
 
 
 
 
各地域ブロックの考察 
 
【北海道】 
 北海道は、広大な土地に施設が散見している。今回の調査地域は、札幌市や旭川市のような大都市圏

だけではなく、全域から抽出されているので、歯科保健指導の機会が平均より少なくなってしまったよ

うに思える。大都市圏では、大学や口腔保健センターがあるが、広い道内では、どうしても地域歯科医

師会にお願いするしかない。そのため、今後も広く健診や、知識の共有を図って行きたいと思った。 
 
【東北】 
 東北地域は、それなりに歯科大学があるが、県を跨ぐことが多く、県を跨いだ歯科医師会との連携も

重要だと思われた。歯科健診の機会が低い値になったのは、広大な面積の県が多く、どうしても距離が

あるからだと思われた。ただ、数値に表れているように、各歯科医師会と歯科衛生士会が緊密に連携を

とっているため、歯科医師よりも歯科衛生士の方が施設に介入しやすかったかと思われる。地域性にも

よるが、これからも歯科衛生士との連携を通じて施設とも緊密に連携を取るべきかと思われた。 
 
【関東】 
 大都市東京を有する関東は、口腔保健センターや歯科大学も多く、数値はどれも高いかと思われたが、

年1回 年2回 年3回以上 不定期 その他 小計

北海道 42 11 22 11 3 89 9 98 76.5

東北 61 21 26 16 2 126 33 159 67.9

関東 98 31 52 28 10 219 9 228 79.4

北信越 70 13 15 7 3 108 18 126 77.8

東海 78 23 20 14 5 140 12 152 79.6

関西 53 20 63 9 4 149 7 156 87.2

中国 41 9 17 8 2 77 10 87 77.0

四国 36 6 15 11 2 70 5 75 76.0

九州・沖縄 84 18 59 19 3 183 25 208 77.4

全国 563 152 289 123 34 1161 128 1289 77.9

歯科健診機会あり
機会なし 総計

年1回以上

の機会（％）
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全国と比較して平均レベルの結果となり、逆に口腔保健センターや歯科大学も多いため、健診は大学等

に分散的に行っているのではないかと思われる。アンケートに回答した施設名からは、地域が分散され

ていて、確かに関東でも比較的人口が少ない地域もあるので、良い結果なのではないかと思われた。 
 
【北信越】 
 北信越は、障害者歯科学会の会員の歯科医師も少なく、さらには会員の歯科衛生士も少ないのが現状

である。この度の結果からは、あまり良くない印象ですが、施設名を見ると知っている施設も数多くあ

り、今後は地域歯科医師会を通じて、こちらからもアプローチする必要があると考えられた。 
 
【東海】 
 本調査で、東海地域が、非常に高いと思われたが、健診は２位、歯科保健指導については、１位との

結果となった。これまで、東海地域では、行政の歯科医師や地域歯科医師会と連携して多くの勉強会や、

地方会を通じた情報交換を行ってきたので、これまでの成果だと思っている。ただ、施設一覧からは、

知らない施設もあるので、今後も地域連携に目を光らせる必要性があると感じた。 
 
【関西】 
 関西では、地域との繋がりが強く、歯科健診もこれまで地域の歯科医師会と連携して、しっかり行っ

てきたので、結果に繋がって入ると思われた。ただ、健診のみならず、フッ化物の応用が全国と比較し

て低い点が気になった。これからは年齢が高くなる施設入居者だが、歯科疾患の予防のためにも、これ

からはフッ化物の応用にも力を入れたいと考える。 
 
【中国】 
 他の地域から見ると施設数が少ないので、地域でも有名な施設とあまり知らない施設で差が出たので

はないかと思われる。中国地方は、地理的にも横に長い地域ですので、それこそ端から端までは、新幹

線を使わなければなりませんが、地域の歯科医師会や歯科衛生士会と連携して、切れ目のない地域ネッ

トワークの構築に重点をおきたいと考えている。 
 
【四国】 
 今回の結果や施設を考えると、施設はとても均質に分かれているので、これが四国地域の現状をあら

わしていることが理解できる。四国も横に長い県が多く、距離的な不利も含め、地域歯科医師会に依存

する点が多いが、地域歯科医師会のネットワークや行政を通じてこちらからも施設に向けて情報を発信

する必要性を強く感じた。 
 
【九州・沖縄】 
 九州・沖縄地域と言っても、離島もあり、またその施設も入っているため、考察に難渋する。歯科健

診結果は、全国平均といったところだが、まだ齲蝕が多い地域も多く、保健指導まで進めていない地域

も多い。本現状を、地域で共有し、検討したいと考えている。また、フッ化物についても、かなりの低

率であったが、すぐにでも改善できる点であるため、フィードバックしたいと考えている。 
 
 
 
 
 
 
考察 
 まず、COVID-19 の最中に回答いただいた、施設職員と、日本障害者歯科学会 地方会メンバーに感謝

したい。本研究は、アンケート送付件数は2917件であり、有効回答総数は1289件であった（回収率44.2%）。

地域別回答数では、関東が 228 件で最も多く、次いで九州・沖縄の 208 件であった。 
 回答があった施設は、定員数は 50-74 名が最頻値であった。また、現状数では 25-49 名が最頻値であ

った。入所者のもつ障害では、知的障害が最も多かった（62.0％）。また、性別では男性の方が多かった

（59.2％）。これは、内閣府の障害者白書１）と同様な傾向である。 
 医療専門職の配置は常勤で配置されている医療職種は、看護師が最も多く、次いで栄養士が多かった。
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歯科医師に関しては、常勤（1.9％）よりも非常勤（4.1％）、非常勤よりも嘱託（11.3％）の方が多かっ

た。また歯科衛生士に関しては、常勤（3.6％）と非常勤（3.5％）がほぼ同数で、常勤・非常勤よりも嘱

託（10.5％）の方が多かった。また常勤では歯科医師よりも歯科衛生士の方が多かった。入所施設であ

るため、日々の安全に看護師が、日々の食事に栄養士が配置されていると思われる。 
 今回のアンケートでは、これまでの調査２〜４）に追加して、歯科口腔保健法の中で「障害者が定期的に

歯科検診または歯科治療を受けることができるようにする」とした内容が記載されていることを問うて

みた。結果は、「よく知っている」と回答のあった施設は 19.0％で、「よく知っている」と「やや知って

いる」を合わせると 54.9％となり、半数以上の施設は理解している状況であった。これは、一定の情報

が施設側にも入っていることが想像される。定期的な歯科健診受診に関する結果は、今回 77.9％という

値となった。2018 年 9月に厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で取りまとめられた中間評価報告

書２）によると障害者施設等における定期的な歯科検診実施率は 62.9％と低く、2022 年に予定されている

最終評価時における目標の 90％まで 77.9％と着実に増加していた。また、さらには歯科保健指導を受け

る機会があると回答している 1054 施設のうち、年 1 回以上歯科保健指導を受けている割合は 57.7％で

あった。したがって、1289 施設のうち１年に 1 回以上歯科健診を受ける割合は 47.2％という結果になっ

た。歯科健診よりも歯科保健指導の方が、よりハードルが高いと考えられたが、想像以上に低い結果で

あった。また、同様に歯科健診や歯科医師・歯科衛生士による歯科保健指導（歯の磨き方やお口の体操

の説明等）以外に、入所者の方のむし歯や歯周病の予防のために何か取り組みをされていますか、とい

う問には、食後の歯磨きと歯磨きチェックであった。フッ化物の応用はかなり低率（定期的なフッ化物

洗口（3.6％）、定期的なフッ化物塗布（9.4％））の結果となった。また、施設職員に対する研修会の開催

も 23.3％とおよそ 4 分の１弱の施設しか行っていないことが分かった。今後の歯科保健の介入方法の参

考になれば良いと思った。 
 歯科治療が必要になったとき、どのような対応をされていますか、という問いには近隣の歯科医院へ

連れて行くとの回答が最も多く、67.1％であった。近隣の歯科医院に往診を依頼すると回答するものも

多いため、地域の歯科医師（歯科医師会）の役割がとても大きいと思われた。 
 今回のアンケートで、入所者の歯や口のことに関して、問題を感じることはどの程度ありますか、と

いう問には「大いにある」「ややある」の回答は 86.4％で、問題を感じることがあると回答していた。し

かしながら、歯科保健活動（歯科医師や歯科衛生士による歯磨き方法の説明やお口の体操の説明等）は

入所者の方のニーズを満たしているとは半数近くが否定的であり、「意思の疎通が難しい」「時間が取れ

ない」「口を開けない」など障害者の入所施設に特有の問題点が挙げられた。近年では、多くの障害者の

歯科治療に全身麻酔法や精神鎮静法（笑気吸入鎮静法や静脈内鎮静法）が用いられているが、その知識

に対しても「十分にある」「ややある」と回答した施設は 48.7％の回答があった。また、歯科治療と同様

に食事介助にも問題点が多く挙げられており、食べる機能の維持向上のために指導・訓練が半数以上の

施設で行われていた。指導・訓練を行っている職種は、看護師 69.2％、栄養士 60.3％、介護士 43.2％の

順に高い一方で、歯科医師・歯科衛生士は共に 20％未満であった。そのため、診断職である医師・歯科

医師の施設での必要性は、高いと考えられる。今後は、歯科医師もう蝕や歯周病の予防だけではなく、

機能的な介入も視野に入れた取り組みが必要と考えられた。 
 最後に、地域ブロック別では、「歯科健診の機会がある」結果をブロック別に分割したところ、関西

ブロックが最も多く 87.2％であり、次いで東海ブロック 79.6％、関東ブロック 79.4％であった。また、

「歯科保健指導の機会がある」をブロック別に分割したところ、東海ブロックが最も多く 57.9％であり、

次いで東北ブロック 51.6％、四国ブロック 49.3％であった。各ブロックの考察では、今回の施設選定の

妥当性が言及されており、また、地域歯科医師会だけではなく歯科衛生士（会）との連携、さらには地

域での医療連携・施設間連携も重要であることが分かった。今回のアンケート結果から、施設入居者を

はじめとする障害者等の歯科保健医療サービスの提供状況の効果的な把握方法には、地域の歯科医師

会・歯科衛生士会と障害者施設・行政との緊密な連携が、重要であることがわかった。 
 今回のアンケートから、歯科健診の実施率が 90％には届かなかったが、COVID-19禍でのアンケート

実施のため、通常は実施している歯科健診が、不明や未定になっている可能性もある。また、安定した

社会の中で、障害者の歯科問題を冷静に判断したいと思った。 
 
参考文献 
1) 内 閣 府  令 和 ２ 年 版 障 害 者 白 書

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r02hakusho/zenbun/index-pdf.html 令和 3年5月 23
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2) 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」中間評価報告書（案）厚生科学審議会地域保健健康増

進栄養部会. https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000359294.pdf 2020.1.27 アクセス 
3) 三浦宏子ほか「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」厚生労働科学特別研究（Ｈ-23-特別-指

定-012）2011. 
4) 三浦宏子ほか「歯科保健医療サービス提供困難者に対する歯科保健医療サービスの実施に関する研

究」厚生労働科学特別研究（Ｈ-28-特別-指定-013）2016. 
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障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握及び 

その提供体制構築のための調査研究 
 

分担研究報告書 
２．口腔保健センター用アンケート 

          分担研究者 内海 明美 昭和大学歯学部講師 
 
研究要旨 
過去の厚労科研での障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲し、

2012年から2019年までの7年間の推移を踏まえた障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握

及びその提供状況について口腔保健センターにアンケート調査を行ったので報告する。 

送付総数は 129 件、うち回収数 91 件（回収率：70.5％）であった。常勤歯科医師が配置されていたのは

41 施設（45.1％）で、常勤歯科衛生士が配置されている施設は 65 施設（71.4％）であった。91 施設中

90 施設（98.9％）で一般歯科診療が行われており、次いで歯科衛生指導・相談事業が 78 施設（85.7％）

業務内容として挙げられていた。歯科検診（健診）事業も 54 施設（59.3％）で実施されていた。「地域

に住む障害(児）者がどのような経緯で施設を知り利用に繋がっていますか？」への回答で最も多かった

のは「地域歯科診療所からの紹介」87施設（95.6％）で、次いで「特別支援学校からの紹介」65施設（71.4％）、

医療機関だけでなく、教育や行政との連携が 6割以上の施設でできている可能性が示唆された。障害（児）

者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)を行っていると回答したのは、27 施設（29.7％）で

あった。 

口腔保健センターが全国で 100 施設を越えた時期が 2000 年頃であることを踏まえると、歯科保健医療サ

ービス体制維持において、設備更新も必要であることが示唆された。 

 

1：対象 

  送付総数は 129 件、うち回収数 91 件（回収率：70.5％）であった。地域ブロック別の回答数を表に

示す。最も回収率が高かった（100.0％）のは北信越ブロックであり、最も低かった（25.0％）のは東北

ブロックであった。 

 

表：地域ブロック別の回答数 

No. 
地域ブロック 

送付数 

（件） 

回収数 

(件) 総数に対する割合（%） 

回収率 

（％） 

1 北海道 3 3 3.3 100.0 

2 東北 4 1 1.1 25.0 

3 関東 50 36 39.6 72.0 

4 北信越 5 5 5.5 100 

5 東海 17 11 12.1 60.7 

6 関西 28 17 18.7 60.7 

7 中国 9 8 8.8 88.9 

8 四国 8 3 3.3 75.0 

9 九州・沖縄 4 7 7.7 77.8 

 全体 129 91 100.0 70.5 

1.医療専門職員の配置状況について 

  常勤歯科医師が配置されていたのは 41 施設（45.1％）で、平均 0.7±0.3 名だった。常勤歯科衛生

士が配置されている施設は 65 施設（71.4％）で、平均 2.4±2.8 名であった。一方、非常勤歯科医師は

77 施設（84.6％）、平均 16.6±20.0名、また非常勤歯科衛生士は 71 施設（78.0％）、7.2±7.0名であっ

た。非常勤では、10 名以上配置されている施設の割合が多かった。看護師やその他医療専門職の配置は

少ない状況であった。 
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図：医療専門職員の配置状況 

 

2.利用者状況について 

1 か月（令和２年１０月１日～３１日）で利用さ

れた障害（児）者の実人数および延べ人数を示す。男女とも年齢層は 18 歳未満と 18～64 歳が多く、高

齢者ではなく若年層の利用者が多かった。障害別では、知的障害が最も多かった。 

 

 

 

 
 図：利用者状況（実人数・延べ人数） 
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図：利用者状況（障害別） 

 

 

 



27  

3.業務内容について 

3-1：障害児（者）の歯科保健医療に関する業務内容について 

91 施設中 90 施設（98.9％）で一般歯科診療が行われており、次いで歯科衛生指導・相談事業が 78 

施設（85.7％）業務内容として挙げられていた。歯科検診（健診）事業も 54 施設（59.3％）で実施さ 

れていた。その他の業務では、摂食嚥下指導に関わる事業が 7施設（7.7％）で行われていた。 

  

図：障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

その他の回答内容（10 件） 

 摂食嚥下指導 5件、言語訓練・嚥下指導 1件、摂食指導・臨床研究 1件 

介護予防事業 1件、口腔外科 1件、静脈内鎮静法による歯科治療 1件 

   

3-2：障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

91 施設中 79 施設（87.0％）で研修会や講習会等が開催されていた。歯科医師、歯科衛生士向けが 73 施

設（80.2％）と最も多く、次いで障害者支援施設向け 31 施設（34.1％）、歯科以外の医療従事者向け 25

施設（27.5％）の順であった。その他としては、歯科衛生士学校向けや自施設のスタッフ向けなどが挙

げられていた。 
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図：障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習会の開催 

3-2-1：研修会や講習等の開催頻度 

研修会や講習会等の開催頻度は「年 1回」が 29 施設（36.7％）で最も多く、次いで「３～４カ月に１回」

が 19 施設（24.1％）、「半年に１回」が 17 施設（21.5％）であった。その他では「数年に 1 回」と「必

要に応じて開催する」との回答であった。 

 

図：研修会や講習会等の開催頻度 

 

3-2-2 研修会や講習等の内容で取り扱うテーマ  

研修会や講習会等の内容で取り扱うテーマで最も多かったのは、「障害者に関する知識や理解の推進」が

69 施設（87.3％）で最も多く、次いで「摂食嚥下や構音機能等の口腔機能について」が 48 施設（60.8％）

であった。 

その他としては、感染対策、医療安全の他臨床研究に関するテーマも挙げられていた。 
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図：研修会や講習会等の内容で取り扱うテーマ 

 

 

 

4．歯科保健管理および歯科医療の状況 

4-1 『「歯科口腔保健法」の中に、「障害者等が定期的に歯科検診（健診）または歯科治療を受けること

ができるようにする」とした内容が記載されていることをご存じですか？』 という設問に対して、「よ

く知っている」33 施設（36.3％）、「やや知っている」32 施設（35.2％）で約 7 割が認知しているとの回

答であった。 

 
 図：歯科口腔保健法の内容認知について 

 

4-2 「地域に住む障害(児）者がどのような経緯で施設を知り利用に繋がっていますか？」への回答で

最も多かったのは「地域歯科診療所からの紹介」87 施設（95.6％）で、次いで「特別支援学校からの紹

介」65 施設（71.4％）、「市区町村の相談事業」61 施設（67.0％）、「インターネット等の検索エンジン」

58 施設（63.7％）であった。医療機関だけでなく、教育や行政との連携が 6 割以上の施設でできている

可能性が示唆された。  
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図：地域に住む障害（児）者がどのような経緯で施設を知り利用に繋がっているか 

 

 

4-3 利用者にむけた周知活動として、施設独自の広報活動等に関する自由記載設問への回答は、下記の

通りであった。ホームページの活用やリーフレットの作成の回答が多かった。（回答施設総数 34、重複あ

り） 

 表：周知活動の内容（自由記載回答） 

 

4-3 利用者に向けた周知活動 件数 

リーフレットの作製、配布(健診時や関連施設への配布、障害福祉課より配布の手引きに同封な

ど） 

13 

ホームページの開設や案内 11 

歯科医師会のホームページへの掲載、歯科医師会を通じての広報 4 

市や区、圏域内市町村の広報誌に掲載 3 

歯科医師会主催の講演会や研究会での広報 3 

特に行っていない 3 

FB、インターネット 2 

障がい者診療歯科医マップの作成 1 

障害者施設等への研修会周知 1 

委託事業による口腔保健センター紹介 1 

関連施設への周知 1 

交流会と言って、健診と同時に利用者やその施設の方々、保護者、行政、議員等の人達と音楽を

楽しんだり、出しものもしたりして交流を深めることで周知しています。 

1 

災害歯科（障害者施設を中心として） 1 

歯科相談窓口（専任歯科衛生士の配置）の設置 1 

沖縄県歯科 SUN 会議を開催。講演会や歯科健診、センター紹介等を行っている。県全域にアナウ

ンスしている。SUN 会議（歯科医師会が主催。各障害者団体、PT、ST、OT、DH 協会が共催するデ

ンタルフェア） 

1 

障害者施設へ出向いて検診を行い、受診を促している。 1 

地域障がい児（者）歯科ネットワーク（みえ歯ートネット）協力医院名簿に掲載 1 
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4-4 「どのような施設と連携をとっていますか？」の設問では、地域歯科診療所が 82 施設（90.1％）

で最も多く、高次歯科医療機関（大学病院の歯科等）が 67 施設（73.6％）、高次医療機関（医科病院等）

が 60 施設（65.9％）の順であり、障害（児）者入所福祉施設が 58 施設（63.7％）であった。その他に

は養護学校 2施設も含まれ、設問 4-2同様、医療機関だけでなく、福祉や地域自治体、教育機関との連

携が取れていると考えられた。 

 
 図：どのような施設と連携をとっているか 

その他の回答（9件）：地域療育施設、教育機関、障害者通所施設、医師会会員診療所、 

堺重度障害者歯科、親子通園事業所、特養・地域病院、本人のかかりつけ医科、 

養護学校（2件） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 地域に居住する在宅障害（児）者に対して定期的な歯科検診(健診)の実施    

 在宅障害（児）者に対して定期的な歯科検診（健診）を行っていると回答したのは 27 施設（29.7％）

であった。約 7 割の施設では、在宅障害（児）者に対する定期的な検診（健診）は行われていない実態

が明らかとなった。   
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図：在宅障害（児）者の定期的な歯科検診(健診)の実施 

4-5-1～4-5-5 に在宅障害(児)者に対して定期的な歯科検診（健診）行っていると回答した 27 施設の調査

結果を示す。 

4-5-1 在宅障害（児）者に対して定期的な歯科検診（健診）を行っていると回答した施設について、「歯

科検診（健診）の頻度 について、平均するとどの程度の間隔で行われることが多いですか？」に対する

回答は、「３か月に１回」が 18 施設（66.7％）で最も多かった。 

   
図：歯科検診(健診)の実施頻度 

 

4-5-2 在宅障害（児）者に対して定期的な歯科検診（健診）を行っていると回答した施設について、「歯

科医師または歯科衛生士から歯科保健指導を受ける頻度について、平均するとどの程度の間隔で行われ

ることが多いですか？」に対する回答は、「３か月に１回」が 17 施設(63.0％)で最も多かった。 

 

図：歯科保健指導を受ける頻度 

 

4-5-3 「地域に居住する在宅障害（児）者による定期検診(健診)の割合は、貴施設で定期検診を受ける

障害（児）者全てのうち、どの程度の割合を占めますか？平均した際に最も近いものは？」に対する回
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答は、「10％未満」が 8施設（30.8％）、「わからない」が 6施設（23.1％）であった。   

 
 図：在宅障害（児）者による定期検診(健診)の割合 

 

4-5-4 歯科検診(健診)や歯科保健指導を行う際の対応法では、「TSD 法等の行動調整法を用いる」が 24

施設（88.9％）で最も多く、次いで「レストレーナー等を使った体動保持」が 20 施設（74.1％）であっ

た。その他には、絵カードや iPadを用いるという回答があった。 

 
 図：歯科検診（健診）や歯科保健指導を行う際の対応法 
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4-5-5 施設内における独自の対応法についての自由記載は表の通りであった。(総回答施設数 17、重複

あり) 

 表：施設内における独自の対応法（自由記載回答） 

 

4-5-5 施設内における独自の対応法 件数 

歯科医師と歯科衛生士、いずれかを担当制としている 12 

絵カードを用い、視覚支援を行っている   3 

聴覚過敏や精神疾患のある患者に対し音や周囲の環境に配慮している。 2 

天井テレビを設置し、リラクゼーション効果がある動画を流す 1 

事前の情報収集 1 

ipad を用いた行動調整法  1 

筑波大学付属久里浜特別支援学校の先生が診療室に帯同 1 

メンテナンスを重視。スモールステップ、脱感作トレーニング、パターン治療を行いながら、「慣れ」の

形成を行う。 
1 

患者にもよるが、同じユニットの使用（こだわりの強い人）を行っている。 1 

個室化、時間調整、バギー上、車イス上での処置、車中待機、可能な限り、患者に合わせている。 1 

患者さんによっては、車中でトレーニングすることもあり、夏は外でトレーニングもあり。様々工夫して

いる。 
1 

診療する場所・環境の変化を少なくする取り組み  

苦手なものなどへの個別配慮（音が苦手であれば、泣く患者と同じ時間帯に入れないなど） 1 
 

4-6 障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)の実施 

障害（児）者入所福祉施設から委託の定期

的な歯科検診(健診)を行っていると回答し

たのは、27 施設（29.7％）であった。約 7

割の施設では障害（児）者入所福祉施設か

らの委託による定期的な歯科検診（健診）

は行われていない実態が明らかとなった。 

 
図：障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)の実施 

 

4-6-1 「歯科検診(健診)の頻度について、平均するとどの程度の間隔で行われることが多いですか」で

は、「年に 1回」が 19 施設（70.4％）で最も多く、次いで「半年に 1回」が 4施設（14.8％）であった。  
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図：障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)の実施の頻度 

 

4-6-2 障害（児）者入所福祉施設から来られる障害(児)者の定期検診（健診）の割合は、貴施設で定期

検診を受ける障害（児）者全てのうち、どの程度の割合を占めるかについて、「10％未満」が 9施設（33.3％）

で最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図：障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)の割合 4-7  精神鎮静法および全

身麻酔法を使用した診療について 

 精神鎮静法を使用した診療を行っているのは、91 施設中（不明を除く）52 施設（57.1％）であった。

頻度は、「週に１～４回程度」が 20 施設（38.5％）、次いで「1か月に 1回程度」が 15 施設（28.8％）で

あった。その他の回答は、「必要に応じて実施する、今までケースなし」の 1件であった。 

 全身麻酔法を使用した診療を行っているのは 91 施設中(不明を除く)29 施設（31.9％）であった。 

頻度は「週に１～４回程度」が７施設（24.1％）、次いで「１か月に１～２回程度」５施設（17.2％）で

あった。その他の回答は、「過去３年間で１回」、「紹介オープンシステムで」という回答であった。 
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図：精神鎮静法を使用した診療の実施 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：全身麻酔法を使用した診療の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 歯科疾患に対する予防処置で取り組んでいる内容 

「PMTC・スケーリング」が 82 施設（89.0％）、「フッ化物歯面塗布」が 80 施設（87.9％）、「シーラント
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処置」が 70 施設（77.0％）の順であった。     

 その他の回答は、「MI ペーストによるカバ法やバリアコートの使用」「フッ化物洗口、フッ素入り歯磨

剤」「暫間塡塞」「定期検診」というものであった。 

 
 図：歯科疾患に対する予防処置で取り組んでいる内容 

 

4-9 障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療   

「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療を行っている」と回答したのは 10 施設（11.0％）で

あった。「行っていない」と回答したのは 65 施設、「まだ行っていないが今後予定している」 のは 5 施

設で計 70 施設（77.0％）であり、多くの施設で定期的な訪問診療は行われていないことが明らかとなっ

た。  

 
 図：障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療   

 

 

4-10 利用者から求められる歯科保健医療サービス 

 「利用者からどのような歯科保健医療サービスを求められることが多いですか？」に対して、「障害に

配慮した、対応声かけ等」が 77 件と最も多く、次いで「専門性の高い医療スタッフによる歯科診療」63

件であり、「バリアフリーな施設設備」は 49 件の順であった。 

 その他の自由記載では「診療日数の増加」に関する要望が最も多く、「待機日数の短縮」という回答も

あった。 
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図：利用者から求められる歯科保健医療サービス 

 

4-11 施設における歯科保健医療サービスは、利用者のニーズを満たしているか 

 「貴施設における歯科保健医療サービスは、利用者のニーズを満たしていると思いますか？」に対し

て、「十分満たしている」9 施設（9.9％）と「ある程度満たしている」50 施設（54.9％）の回答を合わ

せると 64.8％はニーズを満たしているが、「やや不足している」27 施設（29.7％）と「まったく不足し

ている」2 施設（2.2％）を合わせた 31.9％の施設では、ニーズを満たしていないという回答であった。 

  
図：施設における歯科保健医療サービスは、利用者のニーズを満たしているか 

 

 

 

4-11-1 「どのような歯科保健医療サービスが障害（児）者のニーズを満たすことに繋がっていると考

えますか？」の具体例の自由記載回答は下記の通りであった。 

 【表：「十分満たしている」と回答した施設の記載内容】（総回答施設数 7、重複あり） 

 

バリアフリーな施設設備など施設設備が充実している。 2 

障害に配慮し、専門性の高い医療スタッフが診療を行っている。 2 

通法での治療が困難な患者が IVS.GAの設備環境が整っていることで、治療の選択肢が増え、ま

た同じ場所でできる事が不安軽減に繋がっている。 

2 

自治体が設置している保健センターという安心感。 1 

障害者歯科専門医、歯科麻酔科専門医による診療を行っている。 1 
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乳幼児から高齢者まで対応可能であり、訪問にも対応している。週 5日、診療している事で多

くの人の受診につながり、急患にも対応が可能。大学病院大学歯科との連携を行っている。 

1 

毎日診療所は開けているので、要望に対して即応ができる。 1 

定期検診とその都度行われるう蝕・歯周病管理。  1 

 

 

 

【表：「ある程度満たしている」と回答した施設の内容】（総回答施設数 37、重複あり） 

 

専門性の高いスタッフ（障害者歯科専門医、歯科麻酔専門医）がいる。専門医の常勤採用など。 9 

鎮静法、全麻下治療の充実 3 

患者やその保護者へ寄り添う姿勢、障がいに配慮した対応、障がい者診療に情熱をもつベテラ

ンのスタッフ陣。 

2 

継続して担当の先生が患者の診療にあたる事（希望があれば）。信頼関係が構築されていると思

われる。専任歯科医師による治療計画が立てられている点。 

2 

地域の歯科診療所と高次医療機関との連携を行っていること 2 

障害特性、個別特性に合わせて対応する問診をきっちり行い、必要な情報を集める。患者側の

困っている事を理解する。 

2 

リコール制度 2 

診療時にカウント法、TSD 法、TEACCHを取り入れている。 2 

災害歯科について  1 

全身麻酔下歯科治療や摂食嚥下外来など専門性の高い診療を提供している。  1 

週に５日（火～土曜日）の開催 1 

社会福祉士による相談業務。 1 

急患対応が円滑に行うことができること。 1 

通院しやすい環境であること。 1 

ハード面（センター内での全麻設備の整備）とソフト面（マンパワーの充実、対応法など）が

整備されている。 

1 

可能な限りの治療を行っている 1 

完全予約制で、1人の患者に割く時間をしっかり確保していることなど 1 

患者が定期的に受診している。患者からの紹介による受診がある。 1 

患者のニーズに合った治療法を一施設で完結できる。（通法・抑制・鎮静・全マ・摂食機能療法・

訪問診療） 

1 

車椅子ユニット等の施設設備。 1 

協力医制度を発足している 1 

近隣に障害者を受け入れる診療所が存在し、受診までのハードルが高くない点。 1 

経験のあるスタッフが従事していること。 1 

健康教育、定期健診、歯科医療、介護保険サービスとうけ皿が充実している 1 

口腔内状況の悪化を防ぎ、現状維持に努めている点。 1 

施設・設備の面 1 

障害（児）者のそれぞれの特性に合わせて治療スタイルを提供している。安全に治療を進める

ための専門の器具を備えている。 

1 

新センター移転に際し、バリアフリー、県の一時医療担当者研修会に担当医、衛生士が学び、2

カ月に 1回、専門医による講習及び新患カンファレンスなどをおこない、日々精進している。 

1 

診療日数を増やすことは予算的に難しいが診療内容の効率化によって補っている 1 

定期健診、市内開業医と連携 1 

土曜診療をしている。 1 

年１回満足度調査を行っている。（交通手段、診療内容等の説明、医療従事者（受付・スタッフ）

の対応、待ち時間、希望通りの予約） 

1 
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様々な方法、設備により個人個人に対応した処置方針、また保護者の方など関連する人達との

コミュニケーションを行っていること。 

1 

 

 

4-11-2 4-11 で「やや不足している」「まったく不足している」と回答した施設に対して、「不足してい

ると思われる点」についての回答は「施設の設備」が 18 施設（62.1％）、「専門職や人員の配置」が 17

施設（58.6％）と半数を超えており、次いで「地域住民等利用者への情報提供」が 10 施設（34.5％）の

順であった。 

その他の回答は、「圏域中心部から遠く通院に不便」「県全体には定着していない」「診療内容、鎮静、

全身麻酔下治療」「診療日数、全麻下処理が不可能」「予約待ち、ｉＶ半年待ち」であった。 

 
 図：歯科保健医療サービスで不足していると思われる点 

 

4-11-3 「不足している点を改善するために必要なことまたは改善したいが現実的には困難だと感じる

点」についての自由記載は下記の通りであった。 

表：不足している点を改善するために必要なこと（総回答施設数 21、重複あり） 

  

 

4-11 の回答 4-11-3 不足している点を改善するために必要なこと 件

数 

4：まったく

不足してい

る 

県下で障害者歯科治療施設を増やす。 1 

3：やや不足

している 

施設の老朽化 4 

3 設備・器材の充実   2 

3 金銭的な面 1 

3 専門医、DHの研修施設    1 

3 診療日、受け入れ人数など、コロナの影響もあり思うように予約を入れることがで

きない  

1 

3 支援学校では昼食後の歯磨きを中止している所もあり、来院する児童の口腔内の状

況が悪化している。 

1 

3 ソーシャルワーカーの配置 1 

3 診療日、診療時間の拡大 1 

3 精神鎮静法の導入 1 

3 摂食嚥下 VEの導入 1 
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3 圏域内に複数施設を開設し、運営することで利便性の向上が求められる。現実的に

は施設面、経費負担面で困難である。 

1 

3 歯科医師会内に併設されているため、さまざまな会議や行事と診療日が重なったと

き、駐車場の確保が困難。駐車場を広げることも困難である。 

1 

3 障害に対する配慮が足りないように感じる➡勉強不足➡専門性に欠ける。配慮に対

する考え方のギャップ。 

1 

3 障害者を紹介する 3次医療機関が少ない。 1 

3 人員の不足 1 

3 摂食嚥下訓練が必要な方に対応できるスタッフがいない。 1 

3 当センターでは、休日急病歯科も同施設で行っており、できればスペシャルニーズ

独自の設備を配置したいができない。 

1 

3 備品等は区との折衝で購入が決定する為 1 

2：ある程度

満たしてい

る 

マンパワー不足 4 

2 一般開業医における障害（児）患者の受け入れ拡充 1 

2 予約が取りにくい。 1 

2 補助金が少なく運営が苦しい。 1 

1：十分満た

している 

情報提供する機会が少ない 1 

4-12 「障害（児）者の歯科保健医療の推進に関し、自治体や国に期待すること」についての自由記載

は下記の通りであった。(総回答施設数 31，重複あり) 

 

4-12 の回答 4-12 障害（児）者の歯科保健医療の推進に関し、自治体や国に期待する

こと 

件数 

4：まったく

不足してい

る 

障害者歯科の特殊性、一般歯科との相違点について熟知してほしい。 1 

3：やや不足

している 

時間や手間がかかる割に保険点数が少ない。診療報酬体系の見直し。 2 

3 障害者歯科を行う機関を増やして欲しい   1 

3 標榜科目として障害者歯科を掲載できるようにして欲しい（一定基準が必

要であると考える） 

1 

3 障害者歯科に携わる人と障害者に関わる機関とのネットワークづくりがで

きる環境づくり。 

1 

3 各種研究への支援と成果の公表ないし、情報提供を希望する。 1 

3 行政が先導して、1 次、2 次、3 次医療機関のネットワークの強化を推し進

めてほしい 

1 

3 歯科を受診したいのに行けない（受け入れてもらえない）と感じている方

がまだまだ多くいると思う。周知してほしい。 

1 

3 歯科医師、歯科衛生士に専門的知識を習得する機会を増やして頂き、専門

職に対する補助金を増やして欲しい。 

1 

3 障害児・者の歯科検診の義務化 1 

3 専門職の育成、補助金増額 1 

2：ある程度

満たしてい

る 

予算増額、診療運営のために補助金の増額を期待 4 

2 機器等、充実する為、十分な予算が欲しい。人的 Capacity 改善に対する援

助 

2 
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2 障害者の歯科治療はスタッフの人数や必要機材に費用が掛かる、診療時間

も長い時間の確保が必要で予測不能の対応も必要となる。これらの地域診

療所で対応できない部分を行政は地域歯科医師会に頼りすぎているように

思う。また、補助金の地域格差が大きく、患者の受ける診療内容の格差も

大きい。全国の障害者が健常者と同等に安全で質の高い診療を受けるため

の必要な経費の給付を地域差なく行ってほしい。 

2 

2 千葉県には障害（児）者のための専門施設がなく、地域差が大きい。 1 

  障害（児）者を受け入れてくれる 3次医療機関が少ない 1 

2 1 次医療機関での対応拡充。当該センターの拡充、増設。 1 

2 開設者が市であるため、市外在住の患者の受け入れが、現在のところ難し

いので、市内への通勤・通学者については在住者と同様に扱うよう要望し

ている。 

1 

2 各自治体ごとに対応が異なるために地域ごとでの対応も（治療など）まち

まちなので、統一できるように働きかけて欲しい。 

1 

2 継続すること 1 

2 高齢化により、保護者による家庭での口腔ケアが難しくなるケースが増加

し得る事に対する対応 

1 

2 国や自治体における障害（児）者への更なる包括的なケアや周辺者の理解

を促す事が必要である。 

1 

2 自治体の協力により、診療日数を増やしていきたいと思います。 1 

2 診療費用の援助 1 

2 設備の充実に対する理解と柔軟な対応 1 

2 地域の一般歯科での障害者歯科の受皿を増やせるよう歯科医療従事者の育

成に力をいれてほしい。 

1 

2 地方のセンターの運営補助、人材確保、教育など、診療・教育・経営全て

を行い、継続することの難しさを理解し、そこに補助金を回してほしい。 

1 

2 当地域は、交通手段が不便なため、行政による病院、障害者歯科の循環、

バス等の交通の整備などをお願いしたい。 

1 
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5.施設における口腔機能向上に関する状況 

5-1 「障害（児）者の口腔機能において問題を感じることが多い項目はどれですか」については、            

「摂食嚥下機能」と「口腔習癖」が 65 施設（71.4％）で最も多く、次いで、「構音機能」29 施設（31.9％）

であった。その他の回答には「反芻などの異常習癖」「歯ぎしり」「洗口が難しい」が挙げられた。 

 

 
図：障害（児）者の口腔機能において問題を感じること 

 

5-2 「摂食嚥下機能や構音機能に問題のある利用者に対して、機能の維持・向上を図るための指導や訓

練を実施していますか？」については、「実施している」が 47 施設（51.6％）であったが、「必要性は感

じるが実施できていない」と回答した施設は 39 施設（42.9％）であり、ほぼ 2 分化していた。     

 
図：機能の維持・向上を図るための指導や訓練の実施 

 

 

 

5-2-1 実施 47 施設における「実施している指導・訓練、治療内容」は、「食事環境や食事内容の指導」

43 施設（91.5％）、「間接機能訓練」42 施設（89.4％）、「直接機能訓練」 39 施設（83.0％）の順であっ

た。   
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図：実施している指導・訓練、治療内容 

 

 5-2-2 「必要性は感じているが実施できていない」と回答した 39 施設における、実施できていない

理由は、「評価や実施方法など知識・技術の不足」が 29 施設（74.4％）、「実施できる人材がいない」25

施設（64.1％）、「時間が確保できない」24 施設（61.5％）の順であった。またその他では、「親へ機能訓

練の必要性アプローチ不足」という回答であった。 

 
図：必要性は感じているが実施できていない理由 
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【クロス集計】 

①歯科医師（常勤・非常勤・嘱託）の人数と業務内容に関する検討 

3-1 障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

 歯科医師総数にかかわらず、「一般歯科診療」と「歯科衛生指導・相談事業」が業務内容として実施さ

れていた。歯科訪問診療は、歯科医師総数にかかわらず、実施されている施設は半数以下であった。 

（黄色は 60%以上） 

  表：歯科医師総数と障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

 
3-2 障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

 歯科医師総数にかかわらず、「歯科医師、歯科衛生士向け」の研修会や講習会等が、最も開催されてい

る割合が大きかったが、40名以上の歯科医師総数の施設では、「歯科医師、歯科衛生士向け」以外の研修

会や講習会等を開催している施設の割合が少ない傾向がみられた。歯科医師総数「0～2 名」の施設が、

研修会や講習会等を実施していない施設の割合（22.2％）が大きかった。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科医師総数と障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催内容
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4-5 地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

歯科医師総数にかかわらず、「地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施していない

施設の方が多かった。（黄色は 60%以上）         

 

 

表：歯科医師総数と在宅障害（児）者の定期的な検診（健診）の実施 

 

4-6 障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

歯科医師総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的歯科検診」を実施していない

施設の方が多かった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科医師総数と障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診（健診）の実施 

4-9 障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 

歯科医師総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療」を実施していない施設

の方が多かった。実施していると回答した施設割合が最も多かったのは、歯科医師総数「10～19 名」の

施設であった。（黄色は 60%以上）   

  表：歯科医師総数と入所福祉施設への定期的な訪問診療 
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5-1 障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 歯科医師総数にかかわらず、「摂食嚥下機能」と「口腔習癖」が問題を感じていると回答した割合が多

かった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科医師総数と障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 
5-2 機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

 歯科医師総数「10～19 名」の施設が「機能の維持・向上を図るための指導や訓練」を実施していると

の回答が、72.2％で最も多かった。一方、「3～9 名」の施設が 31.7％と実施している施設数が最も少な

く、「必要性は感じるが実施的できていない」という回答の割合も 68.2％と多かった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科医師総数と機能の維持・向上を図るための指導や訓練
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②歯科衛生士（常勤・非常勤・嘱託）の人数と業務内容に関する検討 

3-1 障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

 歯科衛生士総数にかかわらず、「一般歯科診療」と「歯科衛生指導・相談事業」多くの施設で実施され

ていた。一般歯科診療が実施されていない施設(1 施設)は、救急歯科診療所であった。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科医衛生士総数と障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容

 
 

3-2 障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

 歯科衛生士総数にかかわらず、「歯科医師、歯科衛生士向け」の研修会や講習会等を開催している施設

が多く、歯科衛生士数「15～19名」の施設では、すべての施設で研修会や講習会等が開催されていた。 

（黄色は 60%以上） 

   表：歯科医衛生士総数と障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催
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4-5 地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

歯科衛生士総数にかかわらず、「地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施していな

い施設の方が多かった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科衛生士総数と地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

 

4-6 障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

歯科衛生士総数「15-19 名」の施設では、「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的歯科検診」を実

施している施設が 60.0％と多かった。他の区分では実施されていない施設の方が多かった。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科衛生士総数と障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 
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4-9 障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 

歯科衛生士総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療」を実施していない施

設の方が多かった。実施していると回答した施設割合が最も多かったのは、歯科衛生士総数「10～14名」

と「15～19名」の施設であった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科衛生士総数と障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療

 
5-1 障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 歯科衛生士総数「20 名以上」の施設では問題は「特にない」と回答した割合（25.0％）が多かった。

「摂食嚥下機能」と「口腔習癖」に問題を感じていると回答した割合が、いずれの施設でも多かった。（黄

色は 60%以上） 

表：歯科衛生士総数と障害（児）者の口腔機能で問題を感じること
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5-2 機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

 歯科衛生士総数「15～19 名」「20 名以上」の施設が「機能の維持・向上を図るための指導や訓練」を

実施しているとの回答が、60％と多かった。一方、「10～14 名」の施設で、「必要性を感じるが実施でき

ていない」の割合が「実施している」よりも多かった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科衛生士総数と機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

 
 

③歯科専門職（歯科医師+歯科衛生士）の人数と業務内容に関する検討 

3-1 障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

 歯科専門職総数にかかわらず、「一般歯科診療」と「歯科衛生指導・相談事業」多くの施設で実施され

ていた。最も各種業務を行っていると考えられたのは、歯科専門職総数「40～49名」の施設であった。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科専門職の総数と障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 
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3-2 障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

 歯科専門職総数にかかわらず、「歯科医師、歯科衛生士向け」の研修会や講習会等を開催している施設

が多く、歯科専門職数「40～49名」の施設では、すべての施設で研修会や講習会等が開催されていた。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科専門職の総数と障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

 
 

4-5 地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

歯科専門職総数にかかわらず、「地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施していな

い施設の方が多かった。（黄色は 60%以上） 

 

表：歯科専門職の総数と地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 
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4-6 障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

歯科専門職総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的歯科検診」を実施していな

い施設の方が多かった。 

（黄色は 60%以上） 

表：歯科専門職の総数と障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

 

4-9 障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 

歯科専門職総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療」を実施していない施

設の方が多かった。実施していると回答した施設割合が多かったのは、歯科専門職総数「20～29 名」

（26.3％）と「40～49名」（25.0％）の施設であった。（黄色は 60%以上） 

 表：歯科専門職の総数と障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 
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5-1 障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 歯科専門職総数「50～59 名以上」の施設では問題は「特にない」と回答した割合（28.6％）が多かっ

た。「摂食嚥下機能」と「口腔習癖」に問題を感じていると回答した割合が、いずれの施設でも多く、「20

～29名」の施設では「構音機能」についての割合（63.2％）が増えていた。（黄色は 60%以上） 

表：歯科専門職の総数と障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 
 

5-2 機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

 歯科専門職総数「0～9名」「30～39名」「60名以上」の施設が「機能の維持・向上を図るための指導や

訓練」を実施しているとの回答が、60％以上を占めていた。一方、「10～19 名」の施設で、「必要性を感

じるが実施できていない」の割合が「実施している」よりも多く、「50～59名」の施設は実施と非実施の

割貝が 42.9％で同数であった。（黄色は 60%以上） 

表：歯科専門職の総数と機能の維持・向上を図るための指導や訓練  
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④専門職：ST（言語聴覚士）の配置の有無に関して 

 91 施設中 ST（言語聴覚士）が配置されている施設は 4施設（4.4％）であった。 

「5-1 障害（児）者の口腔機能で問題を感じること」については、ST が配置されている施設では、「口

腔習癖」への訴えがなかった。また 4施設すべてで「5-2 機能の維持・向上を図るための指導や訓練」

が実施されていた。（黄色は 60％以上） 

表：ST(言語聴覚士)の配置の有無と口腔機能で問題を感じること 

 
表：ST(言語聴覚士)の配置の有無と絹雄の維持・向上を図るための指導や訓練 
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【地域ブロック別分析】 

 注）東北ブロックは回収数 1 件であることから、以降の地域ブロック分析の結果においては言及しな

いものとする。 

 

2-1 利用者状況 

 利用者の実人数の平均値は、男性 18～64歳がいずれの地域ブロックでも最も多かった。また延べ人数

でも九州・沖縄ブロック以外で同じく「男性 18～64 歳」が最も多かった。（オレンジは地域ブロック内

での最大値） 

表：地域ブロックと利用者状況（実人数、延べ人数） 
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障害別にみると、平均患者数はいずれの地域ブロックにおいても「知的障害 男性 18～64 歳」が最も

多かった。次いで身体障害が多く、性別・年齢群では「男性 18～64 歳」がいずれの地域ブロックでも

多かった。精神障害の平均患者数が、最も少なかったが、「女性 18～64歳」の割合が多くなっていた。 

難病等その他は、地域別では、関東、北信越、関西、九州・沖縄では「男性 18～64 歳」が最も多く、

次いで「女性 18～64歳」が倒壊、中国、四国で多かった。北海道は「男性 18歳未満」が最も多かっ

た。 

 表：地域ブロックと利用者状況（障害別） 
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3-1 障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容 

歯科訪問診療を実施していると回答した割合が、四国（66.7％）と北信越（60.0％）で高かった。交通

事情や地理的な点が関連しているものと思われた。(黄色は 60％以上) 

表：地域ブロックと障害（児）者の歯科保健医療に関する業務内容  

 

 

 

3-2：障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催 

歯科医師、歯科衛生士向けは全ての地域ブロックにて行われていた。九州ブロックは開催していないと

回答した割合が 42.9％と最も多かったが、歯科医師、歯科衛生士向けを含めた各種講習会が地域ブロッ

ク内では開催されているという回答であった。(黄色は 60％以上) 

表：地域ブロックと障害者歯科への理解を深めることを目的とした研修会や講習等の開催  
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4-1 歯科口腔保健法の内容認知 

『「歯科口腔保健法」の中に、「障害者等が定期的に歯科検診（健診）または歯科治療を受けることがで

きるようにする」とした内容が記載されていることをご存じですか？』 という設問に対して、いずれ

の地域も「よく知っている」と「やや知っている」と回答した割合の方が、「あまり知らない」「まった

く知らない」と回答した割合を上回っていた。 

 

 
図：地域ブロックと歯科口腔保健法の内容認知 

 

4-5 地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

「地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施している割合が最も多い地域ブロック

は中国ブロック（37.5％）であった。 
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図：地域ブロックと地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

 「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的歯科検診」を実施している施設の割合が最も多いのは四

国ブロック（66.％）、次いで九州ブロック（42.9％）であった。 
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図：地域ブロックと障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診の実施 

 

4-7  精神鎮静法および全身麻酔法を使用した診療について 

 精神鎮静法を使用した診療を行っている施設の割合が最も多かったのは九州・沖縄ブロック（83.3％）

であり、実施しないと答えた割合の最も多かったのは、中国ブロック（87.5％）であった。 

 全身麻酔法を使用した診療を行っている施設の割合が最も多かったのは、北海道ブロック（66.6％）

であり、実施しないと答えた割合が最も多かったのは、関東ブロック（87.9％）であった。 
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図：地域ブロックと精神鎮静法を使用した診療について 

 

 

 

 
図：地域ブロックと全身麻酔法を使用した診療について 

 

4-9 障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 

「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療」を実施している割合の最も多い地域ブロックは四

国ブロック（33.3％）であった。「施設から要請を受けた際に往診として出向いている」を含めると、九

州ブロック（33.3％）も多かった。 



63  

 
 

図：地域ブロックと障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療 

 

 

5-1 障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

地域ブロック別にみると「口腔習癖」に問題を感じているという回答は、いずれの施設でも高く、次い

で「摂食嚥下機能」の順であった。「構音機能」については北信越ブロック（60.％）が最も高かった。（黄

色は 60%以上）        表：地域ブロックと障害（児）者の口腔機能で問題を感じること 

 

 

 

 



64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2 機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

「機能の維持・向上を図るための指導や訓練」を実施しているとの回答が、60％を越えていたのは、北

海道と、関東ブロックであった。「必要性を感じるが実施できていない」の割合が 60%を越えていたのは、

北信越、関西、四国ブロックであった。（黄色は 60%以上） 

            表：地域ブロックと機能の維持・向上を図るための指導や訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考 察】 

過去の厚労科研での障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲し、

2012年から2019年までの7年間の推移を踏まえた障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握

及びその提供状況について障害者入所施設での定期的な歯科検診等の歯科保健サービスの提供状況につ

いて口腔保健センターにアンケート調査を行ったので報告する。 
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送付総数は 129 件、うち回収数 91 件（回収率：70.5％）であった。常勤歯科医師が配置されていたのは

41 施設（45.1％）で、常勤歯科衛生士が配置されている施設は 65 施設（71.4％）であった。常勤歯科医

師数は、平均 0.7±0.3名、常勤歯科衛生士数は、平均 2.4±2.8名であり、多くの施設が非常勤の歯科

専門職による運営であることが伺えた。口腔保健センターは自治体が地域の歯科医師会に業務委託して

運営されているところが多く、歯科医師会会員による輪番制での運営が多いことから常勤歯科医師数は

極めて少ないと考えられた。 

業務内容では、91 施設中 90 施設（98.9％）で一般歯科診療が行われており、次いで歯科衛生指導・相談

事業が 78 施設（85.7％）業務内容として挙げられていた。歯科検診（健診）事業も 54 施設（59.3％）

で実施されていた。一方で歯科訪問診療は 29 施設（31.9％）と実施施設が少なく、利用状況の結果にお

いても、高齢者ではなく若年層の利用者が多かったことから、在宅高齢者、身体障害や難病等について

は、かかりつけの歯科診療所単位での歯科訪問診療で対応されていると考えられた。 

歯科医師総数にかかわらず、「地域に居住する在宅障害（児）者の定期的な歯科検診」を実施していない

施設の方が多かった。また、歯科医師総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的

歯科検診」を実施していない施設の方が多かった。さらには、障害（児）者入所福祉施設への定期的な

訪問診療も歯科医師総数にかかわらず、「障害（児）者入所福祉施設への定期的な訪問診療」を実施して

いない施設の方が多かった。実施していると回答した施設割合が最も多かったのは、歯科医師総数「10

～19名」の施設であった。弘中の障害（児）者入所福祉施設用アンケート結果にもあるように、入所福

祉施設への定期的な歯科保健医療サービスの提供は、地域の口腔保健センターではなく、地域歯科医師

会との繋がりからの提供されていると考えられた。地域歯科医師会との繋がりが口腔保健センターより

も強いことが結果として分かった。それは、「地域に住む障害(児）者がどのような経緯で施設を知り利

用に繋がっていますか？」への回答でも分かるように、最も多かったのは「地域歯科診療所からの紹介」

87 施設（95.6％）であり、次いで「特別支援学校からの紹介」65 施設（71.4％）、医療機関だけでなく、

口腔保健センターは教育や行政との連携が 6割以上の施設でできている可能性が示唆された。 

「施設における歯科保健医療サービスが、利用者のニーズを満たしているか」については、「やや不足し

ている」27 施設（29.7％）と「まったく不足している」2施設（2.2％）を合わせた 31.9％の施設では、

ニーズを満たしていないという回答であった。不足していると思われる点についての回答は「施設の設

備」が 18 施設（62.1％）、「専門職や人員の配置」が 17 施設（58.6％）と半数を超えており、次いで「地

域住民等利用者への情報提供」が 10 施設（34.5％）の順であった。また、「改善したいが現実的には困

難だと感じる点」に「設備の老朽化」を挙げた施設も多く、口腔保健センターが全国で 100 施設を越え

るようになったのが 2000 年頃であることを踏まえると、歯科保健サービスの提供体制構築・維持におい

て、設備の更新も重要な要素であることが伺えた。 

障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的な歯科検診(健診)を行っていると回答したのは、27 施設

（29.7％）であった。地域別に見てみると歯科訪問診療を実施していると回答した割合が、四国 

（66.7％）と北信越（60.0％）で高かった。県が細かく分かれている地域では、交通事情や地理的な点

が関連しているものと思われた。同様に、「障害（児）者入所福祉施設から委託の定期的歯科検診」を実

施している施設の割合が最も多いのは四国ブロック（66.％）、次いで九州ブロック（42.9％）であった。

委託の健診が多い地域は、地域歯科医師会とも緊密に連携していることが想像される。また、高齢者の

訪問歯科医療の提供体制は、西高東低の傾向があると報告されているが、今後障害（児)者の高齢化を考

慮すると、地域歯科診療所だけでなく口腔保健センターにおける業務として、歯科訪問診療の拡充も必

要となる可能性が示唆された。 

障害（児）者入所福祉施設へのアンケートでは、摂食嚥下機能訓練を「実施している」施設は 51.4％で

半数を超えており、「必要性は感じるが実施できていない」と回答した施設は 35.4％であり、「摂食嚥下

機能」への対応のニーズが高かった。口腔保健センターに対するアンケートでは、「摂食嚥下」と同率で

「口腔習癖」にも問題を感じているという回答であった。地域ブロック別にみると「口腔習癖」に問題

を感じているという回答は、いずれの口腔保健センター施設でも高く、次いで「摂食嚥下機能」の順で

あった。「構音機能」については北信越ブロック（60.％）が最も高かった。歯科専門職から判断すると、

齲蝕や歯周病だけではなく、口腔機能にも着目している点が伺えた。しかしながら、言語聴覚士が配置

されている口腔保健センター施設は、4施設（4.4％）と、極めて少なく、口腔機能特に構音機能や口腔

習癖に対する指導や訓練のさらなる拡充においては、言語聴覚士の配置も必要であると考えられた。 

全国で、施設へのアクセスという点で差が生じた以外、保健サービスに大きな違いはなかった。仮説と

して、口腔保健センターでまとめて健診を行っていると考えていたが、一部であり、交通アクセスを考
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慮すると、やはり地域歯科医師会の役割はとても大きいと考えられた。 
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資料２ 
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障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握及び 
その提供体制構築のための調査研究 

 
分担研究報告書 

３．自治体用アンケート 
          分担研究者 石﨑 晶子 昭和大学歯学部講師 

 

 

研究要旨 
過去の厚労科研での障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲し、
2012年から2019年までの7年間の推移を踏まえた障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握お
よびその提供体制構築のための調査研究について自治体へアンケート調査を行ったので報告する。 
154 自治体（47 県、84 市、23 特別区）にアンケートを送付し、121 自治体（43 県、61 市、17 特別区）

より回答を得た。回答率は 78.5％であった。常勤歯科医師は配置されていない自治体が最も多く（47.1％）、

次いで１名配置されている自治体が 38.8％であった。非常勤、嘱託歯科医師は 9 割以上の自治体で配置

されていなかった。常勤歯科衛生士は配置されていない自治体が最も多く（31.4％）、次いで４名以上配

置されている自治体が 28.9％であった。非常勤歯科衛生士は約 6 割の自治体で配置されておらず、嘱託

歯科衛生士や 8 割以上の自治体で配置されていなかった。自治体で「口腔保健支援センターを設置して

いますか？」の質問に「はい」と答えた自治体は 49（40.5％）であった。「地域住民の健康づくりの推進

に係る歯科口腔保健に関する計画を策定していますか」の質問に、「策定している（健康増進計画ととも

に策定）」と答えた自治体が 54.5％と最も多く、ついで「策定している（歯科単独）」と答えた自治体が

42.0％であった。「障害（児）者に関する歯科保健の推進や普及啓発等に係る目標を策定する必要性を感

じますか」の質問に、「必要性は感じるが、策定できていない」と回答した自治体が 67.2％と最も多かっ

た。障害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に係る事業では、普及啓発事業、

地域歯科診療所や高次歯科医療機関との連携事業が 40.7％、口腔保健センターとの連携事業が 24.1％で

あった。その他の事業としては、障害者歯科診療センターの設置、歯科医師会への補助金交付、歯科医

師会との連携事業等があった。障害（児）者のニーズに対応できいない施策や啓蒙活動としては、地域

住民等利用者への情報提供が 65.5％と最も多かった。次いで、地域診療所との情報共有や連携が 60.0％

であった。地域との緊密な連携は、自治体の歯科関係者の増員も一つの手段と考えられた。 
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１．歯科保健事業に従事する職員の配置状況（R2.12.1時点） 

  

常勤歯科医師は配置されていない自治体が最も多く（47.1％）、次いで１名配置されている自治体が

38.8％であった。非常勤、嘱託歯科医師は 9割以上の自治体で配置されていなかった。 

 常勤歯科衛生士は配置されていない自治体が最も多く（31.4％）、次いで４名以上配置されている自治

体が 28.9％であった。非常勤歯科衛生士は約 6 割の自治体で配置されておらず、嘱託衛生士や 8 割以上

の自治体で配置されていなかった。  

常勤保健師は７割以上の自治体で配置されておらず、非常勤、嘱託保健師は 1 自治体を除いて配置され

ていなかった。 

また、歯科専門職のいない自治体（常勤・非常勤・嘱託に関わらず） 

都道府県：青森県、栃木県 

保健所設置市：函館市、八戸市、高崎市、福井市 

特別区：北区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．口腔保健支援センターの設置状況 

２-１口腔保健支援センター設置の有無 

「貴自治体では口腔保健支援センターを設置していますか？」の質問に「はい」と答えた自治体は 49

  全体 0 名 1 名 2 名 3 名 4 名

以上 

不明 平均 

1-1 a. 歯科医師 常勤 121 57 47 9 4 4 0 0.88 

  100.0 47.1 38.8 7.4 3.3 3.3     

1-1 a. 歯科医師 非常勤 121 114 4 3 0 0 0 0.08 

  100.0 94.2 3.3 2.5 0.0 0.0     

1-1 a. 歯科医師 嘱託 121 113 6 0 1 1 0 0.64 

  100.0 93.4 5.0 0.0 0.8 0.8     

1-1 b. 歯科衛生士 常勤 121 38 22 17 9 35 0 2.80 

  100.0 31.4 18.2 14.0 7.4 28.9     

1-1 b. 歯科衛生士 非常勤 121 71 24 5 6 15 0 1.27 

  100.0 58.7 19.8 4.1 5.0 12.4     

1-1 b. 歯科衛生士 嘱託 121 105 3 4 5 4 0 0.48 

  100.0 86.8 2.5 3.3 4.1 3.3     

1-1 c. 保健師 常勤 121 88 14 4 4 11 0 2.05 

  100.0 72.7 11.6 3.3 3.3 9.1     

1-1 c. 保健師 非常勤 121 120 0 1 0 0 0 0.02 

  100.0 99.2 0.0 0.8 0.0 0.0     

1-1 c. 保健師 嘱託 121 121 0 0 0 0 0 0.00 

  100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0     

N＝121 表 1：歯科保健事業に従事する職員の配置状況 
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（40.5％）であった。また、都道府県、保健所設置市、特別区については次のとおりである。 

 

 

   

２-１-１口腔保健支援センターに配置されている職種と雇用形態 

  全体 0 名 1 名 2 名 3

名 

4 名 

以上 

不明 平均 

2-1 a. 歯科医師 常勤 49 11 34 4 0 0 0 0.86 

  100.0 22.4 69.4 8.2 0.0 0.0     

2-1 a. 歯科医師 非常勤 49 39 8 1 0 1 0 2.00 

  100.0 79.6 16.3 2.0 0.0 2.0     

2-1 a. 歯科医師 嘱託 49 48 1 0 0 0 0 0.02 

  100.0 98.0 2.0 0.0 0.0 0.0     

2-1 b. 歯科衛生士 常勤 49 21 17 6 3 2 0 1.04 

  100.0 42.9 34.7 12.2 6.1 4.1     

2-1 b. 歯科衛生士 非常勤 49 22 21 2 1 3 0 0.90 

  100.0 44.9 42.9 4.1 2.0 6.1     

2-1 b. 歯科衛生士 嘱託 49 48 1 0 0 0 0 0.02 

  100.0 98.0 2.0 0.0 0.0 0.0     

2-1 c. 保健師 常勤 49 25 9 8 4 3 0 1.18 

  100.0 51.0 18.4 16.3 8.2 6.1     

2-1 c. 保健師 非常勤 49 44 3 1 0 1 0 0.18 

  100.0 89.8 6.1 2.0 0.0 2.0     

2-1 c. 保健師 嘱託 49 49 0 0 0 0 0 0.00 

  100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0     

  

 

 

常勤歯科医師は 1 名配置されている自治体が 69.4％と最も多かった。非常勤歯科医師は約 8 割の自治

体で配置されておらず、嘱託歯科医師は 1自治体を除いて配置されていなかった。 

 常勤歯科衛生士は配置されていない自治体が 42.9％と最も多く、次いで 1 名配置している自治体が

16.3％であった。 

 常勤保健師は 51.0％の自治体で配置されておらず、18.4％の自治体で 1 名配置されていた。非常勤保

 １はい 2 いいえ 計 

都道府県 29 14 43 

保健所設置市 18 43 61 

特別区 2 15 17 

計 49 72 121 

はい

40.5%
いいえ

59.5%

表 2：口腔保健支援センターに配置されている職種と雇用形態 

図 1：口腔保健支援センターの設置の有無 
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健師は約 9割の自治体で配置されておらず、嘱託保健師を配置している自治体はなかった。 

 

 

 

２-１-2 口腔保健支援センター設置による障害（児）者に対する歯科保健医療サービス向上の効果 

「口腔保健支援センター設置により、障害（児）者に対する歯科保健医療サービスの向上に効果がある

と感じていますか」の質問に、「ある程度感じる」と答えた自治体が最も多く（57.1％）、次いで「あま

り感じない」と答えた自治体が多かった（20.4％）。 

 「十分感じる」と回答した理由としては、関係部署との連携がとりやすくなった、歯科保健医療関係

者に対する研修等ができているなどがあった。 

 「あまり感じない」と回答した理由としては、障害（児）者に対する歯科保健医療サービス事業に特

化したものではないなどがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 十分感じる 2 ある程度       
感じる 

3 あまり           
感じない 

4 全く               
感じない 5 その他 計 

都道府県 3 18 6 0 2 29 
保健所設置市 4 9 4 0 1 18 

特別区 1 1 0 0 0 2 
計 8 28 10 0 3 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１-３ 障害（児）者に関する歯科保健施策の推進における口腔保健支援センターの必要性 

 「障害（児）者に関する歯科保健施策の推進にあたり、口腔保健支援センターの必要性を感じますか」

の質問に、「必要性を感じるが設置は未定である」と答えた自治体が 41.7％と最も多かった。ついで、「あ

まり必要性を感じない」と回答した自治体が 30.0％であった。 

 「必要性を感じるが設置は未定である」と答えた理由として、予算の確保困難や歯科職種の増員の難

十分感じ

る…

ある程度感じ

る…

あまり

感じ…

そ

の

他

6%

N＝49

図 2：口腔保健支援センターの設置の効果 
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しさなどが挙げられた。また、「あまり必要性を感じない」と回答した理由としては、すでに必要な事業

を実施している、県で設置されているなどが挙げられた。 

  

  
 

 

 

 

 

  1 必要性を感じ         
今後設置予定 

2 必要性を感じ

るが、設置未

定 
3 あまり必要性

を感じない 
4 全く必要性を

感じない 5 その他 未回答 計 
都道府県 0 6 5 0 3 0 14 

保健所設置市 0 22 13 1 6 1 43 
特別区 0 2 4 1 8 0 15 

計 0 30 22 2 17 1 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．健康増進計画の策定について 

３-１地域住民の健康づくりの推進に係る歯科口腔保健に関する計画策定 

 「貴自治体では、地域住民の健康づくりの推進に係る歯科口腔保健に関する計画を策定していますか」

の質問に、「策定している（健康増進計画とともに策定）」と答えた自治体が 54.5％と最も多く、ついで

「策定している（歯科単独）」と答えた自治体が 42.0％であった。 

 

 

41.7%

30%

3%

24%

1%
必要性を感じ、今後設置を

予定している

必要性を感じるが、設置は

未定である

あまり必要性を感じない

全く必要性を感じない

その他

不明

N＝72 

図 3：口腔保健支援センターの設置の効果 
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３-１-１ 地域住民の健康づくりの推進に係る歯科口腔保健に

関する計画について 

 「歯科単独の計画、もしくは健康増進計画の中に含まれてい

る歯科計画の中に「障害（児）者に関する歯科保健」の推進や

普及啓発等に係る目標を策定していますか」の質問に、「はい」

と答えた自治体は 47.9％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１-１-１計画内に策定された障害（児）者の歯科保健に関する目標 

 88 の目標項目の回答があった（56 自治体）。障害者施設における定期的な歯科検診実施率、障害者の

診療に携わる医療機関・歯科医師の増加、特別支援学校における齲蝕、歯肉炎の減少、訪問歯科診療に

関するものなどがあった。 

 

３-１-１-２目標策定のための資料収集 

 27 自治体からの回答があった。障害者支援施設、障害者（児）者入所施設、特別支援学校などを対象

に調査を行っている自治体が多かった。 

 

３-１-１-３障害（児）者に関する歯科保健の推進や普及啓発等に係る目標策定の必要性 

「障害（児）者に関する歯科保健の推進や普及啓発等に係る目標を策定する必要性を感じますか」の質

問に、「必要性は感じるが、策定できていない」と回答した自治体が 67.2％と最も多かった。 

42%

54.5%

2%1% 1%
策定している（歯科単独）

策定している（健康増進計画

とともに策定）

策定する予定（歯科単独）

策定する予定（健康増進計画

とともに策定）

策定しておらず、予定もない

N＝121 

はい

48%

いいえ

52%

N＝117 

図 4：自治体における歯科口腔保健に関する計画の策定 

図 5：歯科口腔保健計画における障害（児）

者に関する歯科保健目標の有無 
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 その他としては、県の目標が策定されている、障害者計画の中に位置づけて取り組んでいる、検討し

たことがないなどがあった。 

 

４．業務内容について 

４-１取り組まれている業務内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 障害児者に関

する歯科保健施

策の推進 

2 障害児者の歯

科保健に関する

研修会・講座等

の開催 

3 どちらも該当

しない 
4 その他 

都道府県 39/43 34/43 0/43 4/43 

保健所設置市 27/61 22/61 24/61 8/61 

特別区 11/17 5/17 3/17 2/17 

計 77/121 61/121 27/121 14/121 

 

 自治体の 63.6％では、障害（児）者に関する歯科保健施策の推進に取り組まれており、50.4％では、

障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等が開催されていた。 

 その他としては、かかりつけ歯科医の紹介事業、障害（児）者のへの歯科診療の実施などがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

４-１-１障害（児）者に関する歯科保健施策の具体的内容 

3%

67.2%

13%

2%
15%

必要性を感じ、今後策

定していく予定

必要性は感じるが、策

定できていない

あまり必要性を感じな

い

全く必要性を感じない

その他

障害（児）者に関する⻭科保健施策の推進 77（63.6％） 

障害（児）者の⻭科保健に関する研修会・講座等の開催 61（50.4％） 

どちらも該当しない 27（22.3％） 

その他 14（11.6％） 

N＝61 

図 6：障害（児）者に関する歯科保健目標策定の必要性 

表 2：自治体にて取り組まれている業務内容 
N＝121 
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障害（児）者に関する歯科保健施策の推進に取り組んでいると回答した自治体のうち、う蝕予防に関す

る事業を行っている自治体が 57.1％、歯周病予防に関する事業を行っている自治体が 45.5％、口腔機能

に関する事業を行っている自治体が 36.4％であった。障害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）

の実施体制の整備に係る事業については、70.1％と最も多くの自治体で実施されていた。 

 その他の事業としては、26 の自治体で専門職人材育成事業が、20 の自治体で障害者歯科診療に関する

情報提供事業が実施されていた。 

 う蝕予防に関する事業では、普及啓発事業が 56.8％と最も多く、フッ化物塗布事業、フッ化物洗口事

業はそれぞれ、31.8％、25.0％であった。齲蝕予防に関するその他の事業としては、歯科健診、歯科保

健指導などが挙げられた。 

 歯周病予防に関する事業では、普及啓発事業が 60.0％と最も多く、次いで口腔清掃指導事業が 57.1％

であった。歯周病検診事業は 25.7％の自治体で実施されていた。歯周病予防に関するその他の事業とし

ては、口腔保健センターでの歯科診療などがあった。 

 口腔機能に関する事業では、摂食嚥下事業が 60.7％と最も多かった。ついで普及啓発事業（35.7％）、

口腔習癖予防事業（14.3％）、食育事業（10.7％）であった。 

 

  
 

 

 

障害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に係る事業では、普及啓発事業、地

域歯科診療所や高次歯科医療機関との連携事業が 40.7％、口腔保健センターとの連携事業が 24.1％であ

った。その他の事業としては、障害者歯科診療センターの設置、歯科医師会への補助金交付、歯科医師

会との連携事業等があった。 

  

４-１-２障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等の具体的内容 

  

27%

26.8%16%

30%

普及啓発事業

地域歯科診療所や高次歯

科医療機関との連携事業

口腔保健センターとの連

携事業

その他

う蝕予防に関する事業 44（57.1％） 

⻭周病予防に関する事業 35（45.5％） 

⼝腔機能に関する事業 28（36.4％） 

障害（児）者に対する定期的な⻭科検診（健診）の実施体制の整備に係
る事業 

54（70.1％） 

その他 45（58.4％） 

表 3：障害（児）者に関する歯科保健施策の具体的内容 N＝77 

図 7：障害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に関わる事業の内訳 

N＝54 

表 4：障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座の対象者 
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障害者歯科への地域や理解を深めることを目的とした研修会・講座等は、歯科医師・歯科衛生士向けに

開催されているものが、68.9％と最も多く、次いで障害（児）者支援施設向けが 55.7％、歯科以外の医

療従事者向けが 27.9％であった。 

 その他としては、サービス利用者の保護者向け、歯科保健に従事する庁内専門職向けなどがあった。 

 

４-１-３ 障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等のテーマ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等のテーマとしては、「障害（児）者に関する知識や理解

の推進」が 78.7％と最も多く、ついで「ブラッシング方法等の歯科保健指導について」が 62.3％、「摂

食嚥下や構音機能等の口腔機能について」が 54.1％であった。 

その他としては、「かかりつけ歯科医をもつことの重要性」や「障害（児）者の歯科診療方法について」

などがあった。 

 

４-１-４障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等の開催頻度 

 障害（児）者の歯科保健に関する研修会・講座等の開催頻度は年に 2～3 回、依頼があったときなど、

その他と答えた自治体が多く、次に年に 1回が 29.0％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻭科医師、⻭科衛⽣⼠向けに開催 42（68.9％） 

⻭科以外の医療従事者向けに開催 17（27.9％） 

障害（児）者⽀援施設向けに開催 34（55.7％） 

特別⽀援学校の教職員向けに開催 15（24.6％） 

地域住⺠、利⽤者向けに開催 8（13.1％） 

その他 8（13.1％） 

不明 1（1.6％） 

ブラッシング⽅法等の⻭科保健指導について 38（62.3％） 

う蝕の説明や予防について 27（44.3％） 

⻭周病の説明や予防について 26（42.6％） 

障害（児）者に関する知識や理解の推進 48（78.7％） 

摂⾷嚥下や構⾳機能等の⼝腔機能について 33（54.1％） 

その他 8（13.1％） 

N＝61 

N＝61 表 5：障害（児）者に関する研修会・講座等のテーマ 

図 8：開催頻度 

N＝61 
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４-２ 連携を図っている施設や機関 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 地域              
歯科診療所 

2 高次              
歯科医療機関 

3 高次              
医療機関 

4 地域               
歯科医師会 

5 口腔保健        
センター 6 連携なし 7 その他 

都道府県 19/43 15/43 9/43 33/43 18/43 0/43 8/43 
保健所設置市 16/61 12/61 6/61 57/61 15/61 2/61 5/61 

特別区 4/17 4/17 1/17 15/17 6/17 0/17 0/17 
計 39/121 31/121 16/121 105/121 39/121 2/121 13/121 

 

連携を図っている施設や機関等としては、地域歯科医師会と答えた自治体が 86.8％と最も多く、次いで

障害（児）者歯科診療が可能な地域歯科診療所、口腔保健センターがともに 32.2％であった。その他と

しては、障害者福祉サービス事業所、県歯科医師会などがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害（児）者⻭科診療が可能な地域⻭科診療所 39（32.2％） 

⾼次⻭科医療機関（⼤学病院の⻭科等） 31（25.6％） 

⾼次医療機関（医科病院等） 16（13.2％） 

地域⻭科医師会 105（86.8％） 
⼝腔保健センター 39（32.2％） 

連携なし 2（1.7％） 

その他 13（10.7％） 

不明 1（0.8％） 

表 6：連携を図っている施設や機関 N＝121 
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４-３ 障害（児）者が専門的な歯科治療を受けられる施設、提供体制についての相談の有無 

 「障害（児）者が専門的な歯科治療を受けられる施設等、提供体制についての相談を受けることがあ

りますか？」との質問に「はい」と回答した自治体は 71.9%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １はい 2 いいえ 計 

都道府県 25 18 43 

保健所設置市 49 12 61 

特別区 13 4 17 

計 87 34 121 

 

４-３-１ 障害（児）者の歯科医療提供体制についての相談内容 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害（児）者が専門的な歯科治療を受けられる施設、提供体制についての相談の内容としては、「障害

（児）者歯科診療が可能な地域歯科診療所の紹介」が 82.8％と最も多かった。 

 その他としては、診療可能な内容、摂食嚥下指導が受けられる施設についてなどがあった。 

 

障害（児）者⻭科診療が可能な地域⻭科診療所の紹介 72（82.8％） 

障害（児）者⻭科診療が可能な⾼次⻭科医療機関の紹介 

（ ⼤学病院の⻭科等 ) 

28（32.2％） 

⼝腔保健センターの紹介 30（34.5％） 

その他 8（9.2％） 

不明 1（1.1％） 

N＝121 

表 6：相談内容 N＝87 

N＝121 

はい

71.9%

いいえ

28.1%

図 9：障害（児）者の歯科医療提供体制の相談の有無 
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４-４ 歯科口腔保健の推進に関する法律の認知 

 「歯科口腔保健の推進に関する法律（通称：歯科口腔保健法）の中に障害者等が定期的に歯科検診（健

診）または歯科治療を受けることができるようにするとした内容が記載されていることをご存知です

か？」の質問に「よく知っている」と答えた自治体が 71.9％と最も多かった。「あまり知らない」、「全く

知らない」は合わせて 8.2％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 よく            
知っている 

2 やや            
知っている 

3 あまり           
知らない 

4 全く              
知らない 5 その他 不明 計 

都道府県 34 6 1 1 0 1 43 
保健所設置

市 43 12 3 3 0 0 61 
特別区 10 5 1 1 0 0 17 

計 87 23 5 5 0 1 121 
 

 

４-５自治体における歯科保健医療の施策の推進や啓発活動は障害（児）者のニーズを満たしているか 

 「貴自治体における歯科保健医療の施策の「推進や啓発活動は、障害（児）者のニーズを満たしてい

るとお思いますか？」の質問に、「ある程度満たしている」と回答した自治体が 40.5％と最も多かった。

「やや不足している」と「全く不足している」を合わせると 45.4％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

40.5%

38%

7%
13%

十分満たしている

ある程度満たしている

やや不足している

全く不足している

その他

N＝121 

図 10：歯科口腔保健法の認知 

図 11：障害（児）者のニーズへの対応 

N＝121 
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  1 十分              
満たしている 

2 ある程度         
満たしている 

3 やや               
不足している 

4 全く              
不足している 5 その他 計 

都道府県 1 19 18 0 5 43 
保健所設置市 0 24 20 9 8 61 

特別区 0 6 8 0 3 17 
計 1 49 46 9 16 121 

 

 

 

４-５-１障害（児）者のニーズを満たす施策や啓蒙活動 

 「どのような施策や啓蒙活動が障害（児）者のニーズを満たすことに繋がっていると考えますか？」

の質問には下記のような回答が得られた。 

l 障害者歯科検診（健診） 

l 訪問歯科健診 

l 心身障害児者歯科保健巡回指導事業 

l 障害（児）者歯科治療 

l 障害児・者歯科診療ネットワークを構築 

l 口腔保健支援センターの設置 

l 障害者施設職員対象の口腔ケア研修 

l 資料媒体を作成し必要な部署、関係機関に配布 

l かかりつけ歯科を持つことの重要性を啓発 

l 障害者の診療に対応可能と申出のあった歯科診療所の一覧を公開 

l 障害（児）者歯科診療に関する情報提供事業 

l 歯科医師を対象とした障害者歯科治療に関する研修 

l 障がい者福祉サービス等事業所」を対象に、職員を対象とした講習会 

 

４-５-２ 障害（児）者のニーズに対応できていない施策や啓発活動 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害（児）者のニーズに対応できいない施策や啓蒙活動としては、地域住民等利用者への情報提供が

65.5％と最も多かった。次いで、地域診療所との情報共有や連携が 60.0％であった。 

その他としては、ニーズが把握できていない、予算、食支援に対応できる施設の不足などがあった。 

 

 

 

４-５-３ 障害（児）者のニーズに対応するために必要なことと対応できない要因 

【障害（児）者のニーズに対応するために必要なこと】 

l 県立の障害者歯科診療所の増加 

地域⻭科診療所との情報共有や連携 33（60.0％） 

⾼次⻭科医療機関との情報共有や連携 26（47.3％） 

⼝腔保健センターとの情報共有や連携 16（29.1％） 

地域住⺠等利⽤者への情報提供 36（65.5％） 

⾃治体における⻭科専⾨職の配置 15（27.3％） 

その他 17（30.9％） 

表 7：ニーズに対応できていない施策や啓蒙活動 N＝55 
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l 障害者歯科相談医と高次歯科医療機関との役割分担の明確化 

l 障害の程度に応じた歯科医療提供体制の整備 

l 歯科医師の配置 

l 口腔保健センターの設置 

l 障害福祉サービス等事業所に対する歯科治療等の情報提供や研修の場の確保 

l 関係団体や歯科医療機関との連携体制の構築 

l 障害（児）者診療の可否や診療内容、施設設備等に関する医療機関リストの作成、公開 

l 本人・家族のニーズ等、実態把握 

l 療育施設での対応の整備 

【障害（児）者のニーズに対応できない要因】 

l 各市町に歯科専門職の配置がない。 

l 口腔保健支援センターがない地域での高次歯科医療機関と地域歯科診療所との連携及び行政機関

等との情報共有が難しい。 

l 予算不足 

l マンパワー不足 

l 障がい児者への歯科保健事業を実施する市町村が少ない。 

l 障がい者(児)が利用できる歯科医院の情報が把握できていない。 

l 麻酔科医師（歯科医師）不足 

 

４-６ 障害（児）者の歯科保健医療の推進に関し、自治体における課題と国に期待すること 

【自治体における課題】 

l 関係機関、課(者)との連携体制の整備 

l 高次歯科医療機関の不足 

l 地域での障害者歯科人材の不足 

l 専門的な歯科医療を提供する医療機関の地域偏在 

l 歯科医療機関に通院する際に人手が必要。同行受診に対するサポート、助成 

l 障害者のためのセンターの運営補助 

l 障がい児・者の歯科診療時の受入れ体制の充実 

l 障害（児）者の訪問歯科診療が可能である地域歯科診療所の把握や定期歯科健診の受診状況など

実態把握ができていない。 

l 特別支援学校、障害児者施設等における歯科疾患予防対策 

【国に期待すること】 

l 自治体への歯科職の配置を義務化 

l 都道府県における歯科専門職の複数配置（歯科保健業務専任）の義務化 

l 情報公開の義務化や歯科医療従事者の資質向上 

l 障害児・者施策の充実 

l 歯科保健の部署と障害関係部署と連携できる施策の提案ができるよう、国からの方針を示して欲

しい。 

l 障害者の歯科診療に対して、障害者専門の拠点歯科診療所の運営が円滑になるよう保険点数増額

について配慮をお願いしたい。 

l 障害児（者）への歯科検診等に対し、適切な診療報酬が支払われるよう制度の見直しをして欲し

い。 

l 障がい者施設においても入所者に関しては、幼保施設と同様に年 1 回以上の定期歯科健診の実施

の位置づけが必要とされる。 

l 障がい者歯科診療所（口腔保健センター等）に対する財政的支援 

l 全国レベルの調査 

l 見本となるべき自治体例を提供して欲しい。 
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名称
4-6　障害（児）者の歯科保健医療の推進に関し、貴自治体における課題や国に期待することについて、ご自由に

ご記入ください。

埼玉県

高次歯科医療機関の不足

地域での障害者歯科人材の不足

都道府県における歯科専門職の複数配置（歯科保健業務専任）の義務化

兵庫県 歯科保健の部署と障害関係部署と連携できる施策の提案ができるよう、国からの方針を示していただきたい。

長崎県

巡回による障害者の歯科診療を実施しているが、新型コロナウイルス感染症の影響で、施設への巡回計画が予定

通りできないため、地域で歯科診療が必要な障害者の治療できず悪化することに懸念を感じている。

国には、障害者の歯科診療に対して、障害者専門の拠点歯科診療所の運営が円滑になるよう保険点数増額につい

て配慮をお願いしたい。

三重県
障がい児・者の歯科診療時の受入れ体制の充実が課題であると考えます。

障がい児・者の歯科健診が制度化されるよう期待します。

北海道
公共交通機関を含めたサービスの撤退・集約化や地域の歯科医師の高齢化及び後継者不足等により、特に郡部に

おける歯科医療提供体制の維持が困難となっている。

大分県 障がい者歯科診療所（口腔保健センター等）に対する財政的支援

滋賀県 専門性の高い歯科保健医療人材の増加。

宮崎県

特別支援学校、障がい児者施設等における歯科疾患予防対策が必要であるが、なかなか取り組めていない。障が

いのある者こそ予防が重要と考えており、文部科学省から特別支援学校におけるフッ化物洗口等のフッ化物応用

の推進をしてもらえるよう厚生労働省へ働きかけてほしい。

岩手県 麻酔科医（歯科医師）の確保

茅ヶ崎市
関係機関、課(者)との連携体制の整備。

国が、自治体への歯科職の配置を義務化。

八尾市
各地域に障がい者(児)が安心して通院できるような歯科医院を増やしてほしい.機材、専門職等を導入するための

予算化をしてほしい。

姫路市 国に期待することとして、情報公開の義務化や歯科医療従事者の資質向上

横浜市 国の障害児・者施策の充実を期待する。

尼崎市
今回のように、全国レベルの調査によって、本市の現状（レベル）を把握し情報提供いただくこと。

見本となるべき自治体例を提供いただきたい。

長崎市 今後、各機関と情報共有と連携を図りたい

佐世保市
障がい者施設においても入所者に関しては、幼保施設と同様に年1回以上の定期歯科健診の実施の位置づけが必要

とされる。

高知市
障害（児）者の歯科保健医療の推進のためには，乳児期からの口腔機能育成の視点で早期からの療育が必要であ

ると考えるが，地方では摂食嚥下も含めた対応のできる歯科医療機関がほとんどなく整備が望まれる

名古屋市
障害（児）者の訪問歯科診療が可能である地域歯科診療所の把握や定期歯科健診の受診状況など実態把握ができ

ていない。

沖縄県 障害児（者）への歯科検診等に対し、適切な診療報酬が支払われるよう制度の見直し。

京都市

障害者歯科診療の拠点を増やすことは，財政面でも専門性の高い人材の確保の面でも，市町村では限界があり，

非常に困難である。一方で，地域の歯科医院において，障害者歯科診療を受け入れていただくにしても，設備面

や診療報酬面で課題も多い。そもそも障害者歯科診療の医療資源は地域によって偏りがあるため，障害者歯科提

供体制の充実については，国の支援又は国が直接対策を行うことが必要と感じる。

大津市 専門的な歯科医療を提供する医療機関の地域偏在

新宿区
歯科医療機関に通院する際に人手が必要。同行受診に対するサポート、助成

障害者のためのセンターの運営補助

台東区 必要性は感じているが、課題や取組み方など具体的な検討をすることができていない。
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考察 
過去の厚労科研での障害者等への⻭科保健医療サービスの提供状況に関する調査での調査内容を踏襲し、
2012年から2019年までの7年間の推移を踏まえた障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握
及びその提供体制構築のための調査研究で⾃治体にアンケート調査を⾏った。154⾃治体（47県、84市、2
3特別区）にアンケートを送付し、121⾃治体（43県、61市、17特別区）より回答を得た。回答率は78.5％
であった。 
自治体の規模にもよるが、常勤歯科医師が配置されていない自治体が最も多く（47.1％）、次いで１名配

置されている自治体が 38.8％であった。非常勤、嘱託歯科医師は 9 割以上の自治体で配置されていなか

った。常勤歯科衛生士についても配置されていない自治体が最も多く（31.4％）、次いで４名以上配置さ

れている自治体が 28.9％であった。非常勤歯科衛生士は約 6 割の自治体で配置されておらず、嘱託歯科

衛生士や 8 割以上の自治体で配置されていなかった。自治体で「口腔保健支援センターを設置していま

すか？」の質問に「はい」と答えた自治体は 49（40.5％）であった。「口腔保健支援センター設置により、

障害（児）者に対する歯科保健医療サービスの向上に効果があると感じていますか」の質問に、「ある程

度感じる」と答えた自治体が最も多く（57.1％）、同問いで「十分感じる」と回答した理由としては、関

係部署との連携がとりやすくなった、歯科保健医療関係者に対する研修等ができているなどがあった。

「あまり感じない」と回答した理由としては、障害（児）者に対する歯科保健医療サービス事業に特化

したものではないなどがあった。これまでのアンケートと同様に、地域での緊密な連携が重要であるこ

とが示唆された。 

「地域住民の健康づくりの推進に係る歯科口腔保健に関する計画を策定していますか」の質問に、「策定

している（健康増進計画とともに策定）」と答えた自治体が 54.5％と最も多く、ついで「策定している（歯

科単独）」と答えた自治体が 42.0％であった。しかしながら「障害（児）者に関する歯科保健の推進や普

及啓発等に係る目標を策定する必要性を感じますか」の質問に、「必要性は感じるが、策定できていない」

と回答した自治体が 67.2％と最も多かった。自治体の業務の中で、歯科専門職がいない中では、限界が

あると感じられた。障害（児）者に対する定期的な歯科検診（健診）の実施体制の整備に係る事業では、

普及啓発事業、地域歯科診療所や高次歯科医療機関との連携事業が 40.7％、口腔保健センターとの連携

事業が 24.1％であった。その他の事業としては、障害者歯科診療センターの設置、歯科医師会への補助

金交付、歯科医師会との連携事業等があった。 

障害（児）者のニーズに対応できいない施策や啓蒙活動としては、地域住民等利用者への情報提供が

65.5％と最も多かった。次いで、地域診療所との情報共有や連携が 60.0％であった。自治体における課

題を列挙してもらったところ、関係機関、課(者)との連携体制の整備・高次歯科医療機関の不足・地域

での障害者歯科人材の不足・専門的な歯科医療を提供する医療機関の地域偏在等が挙げられた。また、

国に期待することを挙げてもらうと、自治体への歯科職の配置を義務化・都道府県における歯科専門職

の複数配置（歯科保健業務専任）の義務化・障がい者歯科診療所（口腔保健センター等）に対する財政

的支援等が挙げられた。これまでのアンケート調査同様、地域との緊密な連携は、自治体の歯科関係者

の増員も一つの手段と考えられた。自治体の中核に歯科医療関係者が不在の現在では、目標設定や施策

に偏りがあると考えられた。 

 

参考⽂献 
5) 内 閣 府  令 和 ２ 年 版 障 害 者 ⽩ 書

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r02hakusho/zenbun/index-pdf.html 令和 3 年 5⽉ 23
⽇アクセス 

6) 「⻭科⼝腔保健の推進に関する基本的事項」中間評価報告書（案）厚⽣科学審議会地域保健健康増
進栄養部会. https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000359294.pdf 2020.1.27 アクセス 

7) 三浦宏⼦ほか「⻭科⼝腔保健の推進に関する総合的な研究」厚⽣労働科学特別研究（Ｈ-23-特別-指
定-012）2011. 

8) 三浦宏⼦ほか「⻭科保健医療サービス提供困難者に対する⻭科保健医療サービスの実施に関する研
究」厚⽣労働科学特別研究（Ｈ-28-特別-指定-013）2016. 
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資料３ 

 
 

 

 

《ご記入に当たってのお願い》

◆ 回答は１から順にマウスまたはタッチパット（ノートPC)のスクロールで

お進みください。

（選択した回答肢に☆、★印があるものは、指示の通りに進んでください）

※ 注. Tabキー、ENTERキー、カーソル機能を利用する場合、順に進まない

 場合があります。

◆ 回答の際は、質問の内容をよく読んで、指示に従ってお答えください。

◆ 選択肢があるものには、あてはまる番号（1,2,3…）のチェックボタンを

指定してください。

選択の数（一つ、複数）は設問により異なりますのでご注意ください。

◆ 回答肢に『理由』『具体的に』が設けられている場合は、チェックボタンに

チェックを入れて、数字や具体的な回答を入力してください。

◆ ご記入頂いた内容は統計的な集計解析以外には使用いたしません。

また、個別機関の記載内容について使用・公表することはいたしませんので

忌憚のないご回答をお願いいたします。

《締め切りについて》

ご多用のところ恐縮ですが、令和　３　年　１　月　２２　日( 金 ）までに、

下記のアドレスまでご送付下さいますようお願い申し上げます。

《お問い合わせ先》

このアンケートに関するお問い合わせは、下記宛までお願い致します。

※メールタイトルに「厚労科研　施設名」を記載ください

厚生労働科学研究事業

障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握及びその提供体制構築のための調査研究

歯科保健医療サービス提供困難者に対する

歯科保健医療サービス実施に関するアンケート

＜自治体宛＞

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門

koeisei@dent.showa-u.ac.jp
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〒

《アンケート調査への同意》

１．歯科保健事業に従事する職員の配置状況についてお伺いします。

※ただし、口腔保健センター、教育及び医療に従事している方（歯科衛生士

　の養成所職員や県立病院の歯科医師など）は対象から除きます。

(令和２年１２月１日時点)

＜全員回答＞

  ※  配置していない場合は「0」とお書きください。

a. 歯科医師 名 名 名

b. 歯科衛生士 名 名 名

c. 保健師 名 名 名

d. その他

( )

常勤 嘱託

名名 名常勤 非常勤 嘱託

常勤 嘱託非常勤 

非常勤 

住所

常勤 嘱託非常勤 

部署名

★アンケートにご回答頂ける場合、同意するにチェックをお願い致します。★

１－１　配置されている職種および雇用形態について、各々の人数をお書きください。

ご記入者について

お名前

役職

職種

連絡先

(電話番号)

(メールアドレス)

貴自治体について

自治体名

同意する 同意しない
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２．口腔保健支援センターの設置状況をお伺いします。

＜全員回答＞

名 名 名

名 名 名

) 名 名 名

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

西

暦
年 月 日

具体的

に

設置予定

年月日

２－1－３

 理由

 理由

該当するものを１つ選び、○
にチェックをつけて下さい。

常勤

該当するものを１つ選び、○
にチェックをつけて下さい。

非常勤 

 理由

障害(児)者に関する歯科保健
施策の推進にあたり、口腔保
健支援センターの必要性を感
じますか？  理由

嘱託 

 理由２－1－２

口腔保健支援センター設置に
より、障害(児)者に対する歯
科保健医療サービスの向上に
効果があると感じています
か？

★　質問２－１で「2.　いいえ」と回答された方にお伺いします。

 理由

 理由

具体的

に

  c. その他（

　b. 歯科衛生士

　a. 歯科医師

常勤 非常勤 嘱託 

２－１   貴自治体では口腔保健支援センターを設置していますか？

☆　質問２－１で「1. はい」と回答された方にお伺いします。

２－1－1

配置されている職種および雇用形態について、各々の人数をお書きください。

※１－１の配置状況と重複しても構いません。 配置していない場合は「0」とお書きください。

常勤 非常勤 嘱託 

1. はい ☆へ 2. いいえ ★へ

1. ⼗分感じる

2. ある程度感じる

3. あまり感じない

4. 全く感じない

5. その他

1.  必要性を感じ、今後設置を予定している

2.  必要性を感じるが、設置は未定である

3.  あまり必要性を感じない

4.  全く必要性を感じない

5.  その他
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３．健康増進計画の策定についてお伺いします。

＜全員回答＞

西

暦
年 月 日

西

暦
年 月 日

年 年 年

年 年 年

年 年 年

年

年

策定予定

年月日

３－1－1

歯科単独の計画、もしくは健康増進計画の中に含まれている歯科計画の中に「障害(児)者に関する

貴自治体では、地域住民の健
康づくりの推進に係わる歯科
口腔保健に関する計画を策定
していますか？

該当するものを１つ選び、○
にチェックをつけて下さい。

策定予定

年月日

３－１－１－１

計画内に策定された障害(児)者の歯科保健に関する具体的な目標を下記にご記入下さい。

３－1

質問３－１で「 1．策定している（歯科単独）」、「 2．策定している（健康増進計画とともに策定）」
と回答された方にお伺いします。

お願いいたします。なお、回答欄が足りない場合、別シート「※3-1-1-1」に続けて記載をお願い致します。

策定時現状値 直近実績値 目標値

歯科保健」の推進や普及啓発等に係わる目標を策定していますか？

☆　質問３－１－１で「 1．はい」と回答された方にお伺いします。

３－１－１－２

目標策定のための基準や資料収集を目的として、障害(児)者の歯科保健に関する実態調査を行って

(調査年:西暦) (調査年:西暦) (目標年度)

さらに、策定時の現状値、直近の実績値、目標値を設定し評価を行っている場合はそちらも併せてご記入を

て頂きますようお願いいたします。

目標項目

いる場合は下記にご記入をお願いいたします。また、アンケート返信時に実態調査の調査票を添付し

なお、回答欄が足りない場合、別シート「※3-1-1-2」に続けて記載をお願い致します。

目標項目 調査対象 調査項目 調査年度：西暦

1.  策定している（⻭科単独）

2.  策定している（健康増進計画とともに策定）

3. 策定する予定（⻭科単独）

4. 策定する予定（健康増進計画とともに策定）

5. 策定しておらず、予定もない

1. はい ☆へ 2. いいえ ★へ
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★　質問３－１－１で「 2．いいえ」と回答された方にお伺いします。

４．業務内容についてお伺いします。

＜全員回答＞

４－１－１  
障害（児）者に関する歯科保健施策として、具体的にどのような事業を行っていますか？
該当するもの全てにチェックをつけて下さい。

（具体的に )

（具体的に )

    （具体的に )
    

(具体的に )

（具体的に ）

☆　質問４－１で「 1. 障害（児）者に関する歯科保健施策の推進」 と回答された方に
　　お伺いします。

該当するものを１つ選び、
○にチェックをつけて下さい。

取り組まれている
業務内容について、
該当するもの全て
にチェックをつけ
て下さい。

４－１

３－１－１－３

具体的に

具体的に

「障害(児)者に関する歯科保
健」の推進や普及啓発等に係
わる目標を策定する必要性を
感じますか？

1. 必要性を感じ、今後策定していく予定

2. 必要性は感じるが、策定できていない

3. あまり必要性を感じない
4. 全く必要性を感じない

5. その他

1. 障害(児)者に関する⻭科保健施策の推進 ☆ へ

2. 障害(児)者の⻭科保健に関する研修会・講座等の開催 ★へ

3. どちらも該当しない

4. その他

1. う蝕予防に関する事業

2. ⻭周病予防に関する事業

3. ⼝腔機能に関する事業

4. 障害(児)者に対する定期的な⻭科検診(健診)の実施体制の整備に係る事業

5. その他

2. フッ化物洗⼝事業

4. 予防填塞(シーラント)事業

5. その他

1. 普及啓発事業

3. フッ化物塗布事業

2. ⼝腔清掃指導事業

4. その他1. 普及啓発事業

3. ⻭周病検診事業

2. 摂⾷嚥下事業

4. ⾔語聴覚事業1. 普及啓発事業

3. ⾷育事業

5. ⼝腔習癖予防事業
6. その他

2. 地域⻭科診療所や⾼次⻭科医療機関との連携事業

1. 普及啓発事業

3. ⼝腔保健センターとの連携事業

4. その他

2. 障害(児)者⻭科診療に関する情報提供事業

3. その他

1. 専⾨職⼈材育成事業
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＜全員回答＞

　　　　　　　　　　

＜全員回答＞

☆　質問４－３で「1．はい」と回答された方にお伺いします。

　　　　　　　　　　

具体的に

該当するもの全てに
チェックをつけて下さ
い。

研修会・講座等の内容
として、どのような
テーマを取り扱うこと
が多いですか？

具体的に

研修会・講座等の開催頻
度について、平均した際
に最も近いものを１つ選
び、○にチェックをつけ
て下さい。

★　質問４－１で「 2. 障害(児)者の歯科保健に関する研修会・講座等の開催」と回答された
　　方にお伺いします。

該当するもの全てにチェックをつけて下さ
い。

具体的に

４－１－２

障害者歯科への知識や
理解を深めることを目
的とした研修会・講座
等について、該当する
もの全てにチェックを
つけて下さい。

４－３

障害(児)者が専門的な歯科治療を受けられる施設等、提供体制についての相談を受けることがあり

ますか？

具体的に

該当するもの全てに
チェックをつけて下さ
い。

貴自治体では、どのよ
うな施設や機関等と連
携を図っていますか？

４－１－４

４－２

４－１－３

４－３－１

どのような内容の相談を受けることが多い
ですか？

具体的に

1. ⻭科医師、⻭科衛⽣⼠向けに開催
2. ⻭科以外の医療従事者向けに開催
3. 障害(児)者⽀援施設向けに開催
4. 特別⽀援学校の教職員向けに開催

5. 地域住⺠、利⽤者向けに開催

6. その他

1. ブラッシング⽅法等の⻭科保健指導について
2. う蝕の説明や予防について
3. ⻭周病の説明や予防について
4. 障害(児)者に関する知識や理解の推進

5. 摂⾷嚥下や構⾳機能等の⼝腔機能について

6. その他

1.  １か⽉に１回
2.  ３か⽉に１回
3.  半年に１回

4.  年に１回

5.  その他

1. 障害（児）者⻭科診療が可能な地域⻭科診療所
2. ⾼次⻭科医療機関（⼤学病院の⻭科等）
3. ⾼次医療機関（医科病院等）
4. 地域⻭科医師会
5. ⼝腔保健センター

7. その他
6. 連携なし

1. はい ☆へ 2. いいえ

1. 障害（児）者⻭科診療が可能な地域⻭科診療所の紹介

2. 障害（児）者⻭科診療が可能な⾼次⻭科医療機関の紹介

3. ⼝腔保健センターの紹介

4. その他

（ 大学病院の歯科等 )
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＜全員回答＞

＜全員回答＞

具体的にご記入下さい。

　　　　　　　　　　

４－６

障害（児）者の歯科保健医療の推進に関
し、貴自治体における課題や国に期待す
ることについて、ご自由にご記入くださ
い。

質問は以上で終了です。ご協力ありがとうございました。

不足している点を改善するために必要な
こと、もしくは改善したいが現実的には
困難だと感じる点がございましたら、具
体的にご記入下さい。

４－５－２

不足していると思われる点につい
て、該当するもの全てにチェックを
つけて下さい。

４－５－３

４－５

☆　質問４－５で「1. 十分満たしている」または「2. ある程度満たしている」と回答された
    方にお伺いします。

４－５－１

具体的に

具体的に

どのような施策や啓発活動が障害
（児）者のニーズを満たすことに繋
がっていると考えますか？

★　質問４－５「3.やや不足している」または「4. 全く不足している」と回答された方に
　　お伺いします。

貴自治体における歯科保健医療の施
策の推進や啓発活動は、障害（児）
者のニーズを満たしていると思いま
すか？

該当するものを１つ選び、○に
チェックをつけて下さい。

４－４

「歯科口腔保健の推進に関する法律」
（通称：歯科口腔保健法）の中に
「障害者等が定期的に歯科検診（健
診）または歯科治療を受けることが
できるようにする」とした内容が記
載されていることをご存知ですか？
該当するものを１つ選び、○にチェ
ックをつけて下さい。

具体的に

1. よく知っている

2. やや知っている

3. あまり知らない

4. 全く知らない

5. その他

1. ⼗分満たしている ☆へ

2. ある程度満たしている ☆へ

3. やや不⾜している ★へ

4. 全く不⾜している ★へ

5. その他

1. 地域⻭科診療所との情報共有や連携

2. ⾼次⻭科医療機関との情報共有や連携

3. ⼝腔保健センターとの情報共有や連携

4. 地域住⺠等利⽤者への情報提供

5. ⾃治体における⻭科専⾨職の配置

6. その他
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